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第１章 多摩市公共建築物ストックマネジメント計画策定の目的と背景 
 

１．計画策定の目的と背景                          

 
多摩市が所有する公共建築物は、これまで多摩ニュータウンの開発初期から平成１２年の

温水プールまで３８６，０００㎡という膨大な量が整備されてきた。平成１５年７月に「多

摩市行財政診断白書」が策定され、良好な状態を保持するためには、維持管理・更新のため

に２０年間で４６０億円という莫大な費用が予測された。 

また平成１６年２月には「多摩市行財政再構築プラン」が策定され、市の将来を展望して、

真に必要な施設を大切に長く使用するという観点から、公共施設の配置のあり方等について、

あらためて適正な配置を含め考え方を整理し、機能の再編を行うとともに、適正な維持管理

のための「ストックマネジメント計画」を策定して、施設の長寿命化・延命化を図ることが

とりまとめられた。 

多摩市の公共建築ストックについては、築後年数の長い施設の割合が年々高くなっている。

特に、施設の劣化が急激に進行する築後30 年以上の公共建築物は、現在全体の四分の一程

度であるが、10 年後には六割に達する見込みである。建設後約30年のこれらの施設では、

大規模な修繕や設備機器の更新などが増えるため、今後急速に進行する施設の老朽化に対す

る適切な対応を行うことが喫緊の課題となっている。 

「ストックマネジメント計画」では、公共建築物のストックの現状と維持保全の課題を踏ま

え、「公共施設のあり方検討」を受け、必要な建築物の長寿命・延命化とライフサイクルコス

トの縮減を目指したマネジメントの基本方針と共に行動計画を策定する。また、将来の修繕・

改修などに要する費用を試算して、公共施設の再配置などの施策判断に必要な基礎資料を整備

し、予算との連携手法についても検討する。 
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２．計画体系の位置づけ                             

 
本計画では、真に必要とされる公共建築物の適正な維持管理とライフサクルコストの削減

を目指し策定するものであり、諸計画との関連を下記に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設維持管理計画

道　路 道路アセットマネジメント計画（今後策定予定）

橋りょうアセットマネジメント計画（今後策定予定）

みどりの再生計画　（策定中）

公共下水道施設維持管理計画  （今後策定予定）

みどりの基本計画　（更新予定）

橋りょう

街路樹

下水道

公　園

ストックマネジメント計画 （本計画）公共建築物

第四次総合計画後期基本計画

（戦略プラン）

 
 
・  対象施設の設定

・  基本方針

・  保全の取組み

・   整備する技術的手法
 

 
　
・施設ニーズの検証
・地域バランスの検証
・財政フレームの検証

ストックマネジメント計画 公共施設あり方検討

LCC試算

施設劣化度の把握

公共施設の再配置計画

中長期計画の予算フレーム

単年度の予算フレームへの反映

現存する公共施設の有効活用と整理・再編
環境負荷軽減の要請

限りある財源の使途
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３．計画の期間                                

 
このストックマネジメント計画は、平成 19 年（２００７年）度から平成２８年（２０１６

年）度までの１０年間を計画期間とする。なお、社会状況の変化などに応じ、適宜に見直す

ものである。 

 

 

４．計画の対象範囲                              

 
 多摩市ストックマネジメント計画の対象範囲は、公共施設の道路、公園、橋りょう等の都

市基盤分野を除く公共建築物を対象とする。廃止、資産活用、事後保全対応等で維持できる

公共建築物は対象外とした。また文化財、暫定扱い等の公共建築物も対象外としたが、今後、

恒久活用等の方針のもとに整備されたものについては、適宜計画対象建築物とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設

公　園

公共施設の再配置計画により、存続、

民間委託・民営化、転用・多目的利用
等に恒久活用される公共建築物

計画対象施設

計画対象範囲 計画対象外範囲

廃止、資産活用が計画されている公共建築物

事後保全対応等で維持できる公共建築物
文化財、暫定利用等の公共建築物

対象外施設

公共建築物

道　路

街路樹

上下水道

橋りょう
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建物は、建てた直後から劣化が始まり、時間経過とともに初期の性能が低下するため、一

定期間経過後（支障が出始めた段階）で「補修」を実施し、建物使用に際して支障のない程

度まで回復させる。さらに補修では対応できないレベルまで性能が低下した段階では、当初

のレベルまで回復させる「修繕」を実施する。その後、補修・修繕では性能を維持できなく

なる概ね３０年で大規模改修を実施し、その時期の要求水準まで引き上げる。 

本計画では、長期修繕計画に基づく維持管理、部位改修を実施し、建設当初に設定された

施設機能水準の低下回復を図る（補修・修繕）。また、設備機器等の更新時においても、時間

の経過に伴ってもたらされる機能低下を新築時の性能・機能水準に回復させることとしてい

る。なお、大規模改修については、部位改修（外壁・防水・トイレ・エレベーター・耐震補

強・だれでもトイレ）とし、安全性と機能性の確保に関する必要な内容とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経過年数と建物の機能水準の変化 

 

 

※補修とは、支障のない程度まで回復させる工事 

※修繕とは、新築時の基準まで回復させる工事 

 

計
画
対
象
範
囲

性能・機能水準

補修
支障のない
程度まで回復

修繕
当初のレベル
まで回復

大規模改修
機能更新

建物完成時 時間経過

建物の性能劣化

要求水準

新築時の性能・機能水準

30年長期修繕・部位改修
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財産管理部 備　　考

総務部 33 庁舎、会議室、倉庫、消防団器具置場、防災倉庫　等

くらしと文化部 70 市民保養所、パルテノン多摩、市営住宅、コミセン、集会所　等

環境部 98 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾌﾞｾﾝﾀｰ、みどりの家、駐車場、公園便所　等

健康福祉部 5 健康ｾﾝﾀｰ、総合福祉ｾﾝﾀｰ、つくし作業所、いきがいﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　等

子ども青少年部 11 保育園、児童館、学童クラブ

都市づくり部 11 資材倉庫、駐輪場、駅前広場管理棟、駅前エレベーター室　等

学校教育部 40 幼稚園、小学校21校、中学校10校、学校跡地、給食センター

生涯学習部 19 ベルブ永山、ヴィータ・コミューネ、図書館、八ヶ岳少年自然の家　等
合計 287

公共建築物数

第２章 公共建築物の現状と課題 

 
１．公共建築物数                                

 
図表－１のように多摩市の保有している公共建築物数は２８７施設にも上る。財産管理

している部署で分けると、公園便所等を管理している環境部（９８施設）が一番多く、続

いて集会所やコミュニティセンター等を管理しているくらしと文化部（７０施設）、幼稚園

や小・中学校等を管理している学校教育部（４０施設）となる。 

 

図表－１ 多摩市における公共建築物数 （平成 19年 3月末現在） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、地域住民の利用を主体とした地域公共建築物と多摩市民の利用を主体とした全市

公共建築物に分けると、地域公共建築物は24９施設となり、全市公共建築物は38施設と

なる（図表－２参照）。 

 

図表－２ 地域公共建築物・全市公共建築物 

区 分 地域公共建築物 全市公共建築物 

条 件 

 

徒歩から自転車でアプローチできる

圏内の各地域に設置された、地域（住

民）を主な対象とした公共建築物 

 

電車・バスなどの交通機関の活用を

含めた広範囲の全市民を対象とした

公共建築物 

対 象 

公 共 

建築物 

 

学校、コミュニティセンター、児童

館、学童クラブ、地域図書館、集会

所 など 

 

市庁舎、総合体育館、陸上競技場等

スポーツ施設、パルテノン多摩、エ

コプラザ、公民館、市が直営で整備

する学校跡地施設 など 

計 24９施設（８６．８％） 38施設（１３．２％）

 

 



 
 
第２章 公共建築物の現状と背景                                               

- 6 - 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

S5 S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17

[年度]

[㎡]

既改修：約 79,000㎡ 
未改修：約 307,000㎡ 

学校ストック パルテノン多摩・健康センター 

総合福祉センター 
ベルブ永山 

資源化センター 
ヴィータ 他 

建設後 15年経過 
（設備更新時期） 

建設後 30年経過 
（大規模改修時期） 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

庁
舎

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
施
設

市
営
住
宅

保
育
園

学
童
ク
ラ
ブ

福
祉
施
設

健
康
セ
ン
タ
ー

地
区
複
合
施
設

パ
ル
テ
ノ
ン
多
摩

児
童
館

公
民
館

給
食
セ
ン
タ
ー

資
源
化
セ
ン
タ
ー

ス
ポ
ー
ツ
施
設

小
学
校

中
学
校

教
育
セ
ン
タ
ー

駐
車
場

・
駐
輪
場

少
年
自
然
の
家

保
養
所

幼
稚
園

集
会
所

公
衆
便
所

・
公
園
便
所

プ
レ
ハ
ブ
倉
庫

ポ
ン
プ
場

学
校
跡
地
利
用
施
設

㎡ 

２．公共建築物の保全推移                           

 
これまで多摩市が建設してきた公共建築物は、平成１７年度末時点で延面積が約 38

６,000㎡と東京ドームに換算するとおおよそ８個分に相当する膨大な量に達している。 

建設経過としては、昭和50年～60年にかけて学校建設を中心とした大きな学校施設の塊

（学校ストック）をはじめ、昭和62年～平成2年にパルテノン多摩・健康センター、平成

8年に総合福祉センター、平成12年に温水プールと建設してきた（図表－３参照）。平成１

７年度末時点での大規模改修を行った総床面積は約79,000㎡であり、全体の約2割程度に

なる。また、図表―４の用途別の面積状況をみると小学校、中学校、学校跡地利用施設で２

０万㎡を超えている。 

今後の課題としては、社会・技術的変化による要求レベルを満たすための大規模改修（建

設後３０年）や施設環境の維持を行うための設備更新（建設１５年）などを必要とする公共

建築物が増加する時期を迎えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表－３ 建設年次別の改修面積推移 （平成１７年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

大規模改修実施の有無 ■：既改修（㎡） □：未改修（㎡） 

図表－４ 公共建築物の用途別面積状況 （平成１７年度現在） 
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３．公共建築物の現状                             
 
 公共建築物の現状について、施設規模を全館冷暖房や防災設備等の設備水準が高いと考え

られる１，０００㎡を基準に分けた。また、建設年や経過年数から必要な設備更新等につい

ての現状を分析した。 
※コミュニティセンターや地区複合施設など１施設内に用途が異なる機能を有している施設については、管理主体となる

施設に含むものとする。 

 

（１）公共建築物の概要（２８７施設） 

  

ア．1000㎡以上の施設 

（平成１９年３月末現在） 

名  称 現    状 

本庁〔A・B棟〕、東庁舎、西会議室、東会議室、第二庁舎、第三庁舎、

売店                     （８施設） 

本庁舎 

本庁舎は、昭和４４年に B 棟を建設し、続いて昭和５７年に A 棟を

建設した。また、昭和４９年に第二庁舎、第三庁舎（昭和５６年）、西

会議室（昭和６１年）、東会議室（平成元年）、東庁舎（平成６年）と建

設した。いずれの施設も築後１５年以上を経過しており、設備更新時期

を迎えている。また今後は、H１９年度に本庁舎Ｂ棟耐震補強工事を行

う予定である。 

総合福祉センター               （１施設） 総合福祉 

センター 総合福祉センターは、平成9年に建設し、築後１０年を経過している。

多摩市立健康センター              （１施設） 多摩市立健康セ

ンター 多摩市立健康センターは、昭和62年に建設し、築後２０年が経過し

ているため、設備更新時期を迎えている。 

パルテノン多摩                （１施設） パルテノン多摩 

パルテノン多摩は、多摩市立複合文化施設として昭和6２年に建設し、

築後２０年が経過しているため、設備更新時期を迎えている。 

多摩市立総合体育館              （１施設） 多摩市立総合体

育館 総合体育館は、昭和58年に建設し、築後2４年が経過しているため、設

備更新時期を迎えている。 

武道館                    （１施設） 武道館 

武道館は、昭和６１年に建設し、築後２１年が経過しているため、設備更

新時期を迎えている。 

陸上競技場                  （１施設） 陸上競技場 

陸上競技場は、昭和６１年に建設し、築後２１年が経過しているため、設

備更新時期を迎えている。 

多摩市立少年自然の家             （１施設） 多摩市立少年自

然の家 少年自然の家は、昭和54年に長野県富士見町に建設し、築後2８年

が経過しているが、平成9年に大規模改修を実施している。 
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名  称 現    状 

やまばとホール（公民館・図書館本館）、ベルブ永山（永山公民館）、ヴ

ィータ・コミューネ（関戸公民館 他）（３施設） 

公民館 

やまばとホールは、多摩市公民館ホールとして昭和48年に建設し、

築後3４年が経過し大規模改修の時期を迎えている。また、永山公民館

は、平成９年にベルブ永山内に設置し、築後１０年が経過している。 

関戸公民館は、平成１１年にヴィータ・コミューネ内に設置し、築後

８年が経過している。 

小学校               ２１校 （２１施設） 

中学校               １０校 （１０施設） 

小・中学校 

多摩市は、市立小中学校の総数31校（小学校21校、中学校10校）

を保有しており、多くの小・中学校は、ニュータウン開発と並行して建

設された。そのため、ほとんどの小・中学校が築後30年の大規模改修

時期を迎えており、一部の学校については大規模改修を行っているもの

の、耐震補強を優先してきたため、大規模改修が遅れている状況である。

関戸第一住宅、関戸第二住宅、落川住宅、関戸簡易耐火住宅      

（８施設） 

 

市営住宅 

多摩市の市営住宅は、昭和３５年に建設された簡易耐火住宅をはじ

め、平成４年に関戸第一住宅及び平成６年に関戸第二住宅と続き、平成

１１年に落川市営住宅と建設されてきた。簡易耐火住宅は、築後４７年

を経過している。また、関戸第一、第二住宅は、築後１５年の設備更新時

期を迎える。 

ゆう桜ヶ丘、乞田・貝取ふれあい館、TOMハウス、貝取こぶし館、ひじり

館、かえで館                   （６施設） 
 

コミュニティセ

ンター コミュニティセンターは、平成３年のゆう桜ヶ丘の建設より、乞田・

貝取ふれあい館、トムハウス・貝取こぶし館、ひじり館、愛宕かえで館

と建設した。これら施設は、築後１５年の設備更新時期を迎える。 

連光寺、豊ヶ丘、諏訪、東寺方          （４施設） 地区複合 

施設 

地区複合施設は4館（連光寺、豊ヶ丘、諏訪、東寺方）あり、全施設

とも築後20年以上が経過しているため、設備更新時期を迎えている。

永山第二学校給食センター、南野学校給食センター （２施設） 

 

学校給食 

センター 

永山第二学校給食センターは昭和52年に建設し、続いて南野学校給

食センターを昭和55年に建設した。  

今後は、行財政再構築プランにより、H18・19年度で南野給食セン

ター及び永山第二給食センターの増築・改修を行い、３センターを２セ

ンターに縮小する方針である。 

 

資源化センター                 （１施設） 

 

資源化センター 

 資源化センターは、平成１１年に建設し、築後８年が経過している。
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名  称 現    状 

関戸図書館                     （１施設） 関戸図書館 

関戸図書館は、昭和５９年に聖蹟桜ヶ丘商業施設（ザ・スクエア２階）

建設され、築後２３年が経過しているため、設備改修時期を迎えている。

教育センター（旧中諏訪小学校）             （１施設） 

 

教 育 セ ンター

（旧中諏訪小学

校） 教育センター（旧中諏訪小学校）は、昭和５２年に建設し、築後３０

年が経過している。用途変更による大規模改修工事を平成１４年に実施

している。なお、平成２０年度に耐震補強を予定している。 

市民保養所「ふじみ」                  （１施設） 

 

市民保養所 

市民保養所は、平成2年に友好都市である長野県富士見町に建設し、

築後１７年が経過しているため、設備更新時期を迎えている。なお、市

民保養所は、行財政再構築プランにより民営化の方向で検討されてい

る。 

管路収集センター                   （１施設） 管路収集センタ

ー 
管路収集センターは、昭和５８年に建設され、平成１６年度末に管路

施設を廃止している。 

永山第一給食センター                （１施設） 

 

学校給食センタ

ー 

永山第一学校給食センターは、昭和48年に建設し、築後３４年を経

過しているが、行財政再構築プランにより、H18・19年度で南野給食

センター及び永山第二給食センターの改修に伴い、廃止の方向で検討さ

れている。 

多摩幼稚園                      （１施設） 

 

多摩幼稚園 

多摩幼稚園は、昭和５6年に建設され、築後2６年を経過し、大規模

改修時期を迎える。幼稚園としては平成18年度末に廃止。現在、幼稚

園廃園後の施設利用方策を検討中。 

貝取保育園、多摩保育園                （２施設） 

 

保育園 

保育施設は、昭和５４年に貝取保育園の建設、平成１０年に多摩保育

園の改築を行った。貝取保育園は、築後２８年を経過しているため設備

更新時期を迎えている。多摩保育園の土地については、借地である。 

南永山社会教育施設（旧南永山小学校）、旧東永山小学校、西永山福祉

施設（旧西永山中学校）、旧西落合中学校、南落合小学校（５施設） 

学校跡地 

施設 

学校跡地施設は、昭和４６年に南永山社会教育施設をはじめ、旧東永

山小学校（昭和５１年）、西永山福祉施設（昭和５４年）、南落合小学校

（昭和５４年）、旧西落合中学校（昭和５５年）と建設し、いずれの施

設も築後３０年の部位改修時期及び耐震補強工事が必要である。なお、

学校跡地施設は、多摩市学校跡地施設の恒久活用方針に基づく整備が実

現するまでの間、暫定利用の位置付けであるため、基本的に事後保全対

応とする。 
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イ．1000㎡未満の施設 

（平成１９年３月末現在） 

名  称 現    状 

多摩センター駅前管理棟              （１施設） 多摩センタ

ー駅前管理

棟 
多摩センター駅前管理棟は、昭和５５年に建設し、築後２７年が経過してい

る。 

 

南野、関戸、和田、愛宕、諏訪            （５施設） 防災倉庫 

防災倉庫は、昭和54年に南野防災倉庫をはじめ、昭和55年に関戸防災

倉庫、昭和57年に和田防災倉庫、昭和58年に愛宕防災倉庫、昭和59年

に諏訪防災倉庫と建設されてきた。 

第１分団 ～ 第１０分団            （１０施設） 消防器具庫 

消防団器具置場は、第１分団から第１０分団まであり、昭和52年から昭

和59年までに建設されてきた。 

永山第２、落合第２、大松台、愛宕南、貝取     （５施設） 学童クラブ 

学童クラブは、平成元年に永山第２学童クラブをはじめ、平成12年に落
合第２学童クラブ、平成13年に大松台学童クラブ、平成14年に愛宕南学
童クラブ、平成15年に貝取学童クラブと建設されてきた。なお、一ノ宮学
童クラブ、永山学童クラブ、愛宕学童クラブ、諏訪学童クラブ、連光寺学童
クラブ、豊ヶ丘学童クラブ、東寺方学童クラブ、落合学童クラブ等について
は、児童館などと併設されている。また、平成18年度に多摩第ニ小学童ク
ラブを多摩第ニ小学校増築棟と併設した。 

一ノ宮、永山、愛宕、諏訪             （４施設） 児童館 

児童館は、昭和４７年に一ノ宮児童館、昭和４９年に永山児童館、昭和５

０年に愛宕児童館、昭和５６年に諏訪児童館と建設し、築後２５年以上を経

過しているため、設備更新時期及び大規模改修時期を迎える。（愛宕、諏訪）

一ノ宮児童館は平成２年に、永山児童館は平成３年に大規模改修を行なって

いる。 

つくし作業所                    （１施設） つくし作業

所  つくし作業所は、昭和６１年に建設し、築後２１年を経過しているため、

設備更新時期を迎えている。 

桜ヶ丘いきがいディサービス               （１施設） 桜ヶ丘いき

がいディサ

ービス 
 桜ヶ丘いきがいディサービスは、平成１３年に建設し、築後６年を経過し

ている。 

桜ヶ丘集会所 他４３施設              （４４施設） 集会所 

多摩市がこれまで建設してきた地域集会施設は、平成1７年度現在で４４

箇所・延床面積 4,4８６㎡である。地域集会所の建設は昭和 50 年代～60

年代にかけて行われ、多くの集会所が築後１５年を経過しており、設備更新

時期を迎えている。 
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名  称 現    状 

中央公園西・東駐車場               （２施設） 駐車場 

 中央公園西・東駐車場は、平成３年に建設し、築後１６年を迎えている。

多摩センター駅東駐輪場、多摩センター駅西駐輪場、第１放置自転車駐輪

場                        （４施設） 

駐輪場 

 多摩センター駅東駐輪場は、昭和５６年に建設し、多摩センター駅西駐
輪場は平成５年に建設した。第１放置自転車駐輪場は昭和 60 年に、桜ヶ
丘東駐輪場は平成５年に建設した。どの施設も築後１５年を経過している
ため、設備改修時期を迎えている。 

クラブハウス〔多摩中、東愛宕中、永山中、豊ヶ丘中、和田中〕

（５施設） 

クラブハウ

ス 

クラブハウスについては、校舎内の単独で新設されたクラブハウスを示
し、昭和５５年に多摩中クラブハウスをはじめとして建設し、築後２７年
を経過しており設備改修時期を迎えている。 
一本杉公園事務所、多摩東公園更衣室、グリーンライブセンター

（３施設） 
公園施設 

公園施設として、②一本杉公園事務所及び③多摩東公園更衣室について
は、昭和５７年に建設してから築後２５年が経過しており、設備更新時期
を迎えている。④グリーンライブセンターについては、平成２年に建設し
てから築後１７年を経過しており、設備更新時期を迎えている。 

旧多摩聖蹟記念館、旧加藤家、旧有山家、中央公園富沢家（４施設） 文化財施設 

旧多摩聖蹟記念館は、昭和５年に建設され、築後７７年が経過した。ま
た、旧加藤家は、昭和６１年に財産登録し、旧有山家は、昭和６２年に財
産登録し、旧富沢家は、平成５年に財産登録をした。いずれの施設も劣化
状況を適切に判断し、保全業務を行うこととする。 
交通公園、みどりの家、一本杉公園炭焼き小屋、農家風休憩施設、公園
便所                     （90施設） 

公園施設 

 公園施設として、①交通公園は、昭和 54 念に建設され、築後 2８年を

経過している。②みどりの家は、平成 7 年に建設され、築後１２年が経過

している。③一本杉公園炭焼き公園は、平成９年に建設され、築後１０年

が経過している。④農家風休憩施設は、平成 7 年に建設され、築後 1２年

が経過している。⑤各公園内に設置されている公園便所は、86施設ある。

いずれの施設も事後対応として可能な施設である。 

第一～第三職務住宅                （3施設） 職務住宅施

設 職務住宅施設等は、平成３年に第一、第三職務住宅を建設され、平成 6

年に第二職務住宅を建設された。臨時職員休憩室は、平成 4 年に建設され

た。今後は、行財政再構築プランにより、売却を予定している。 

桜ヶ丘再利用センター               （１施設） 桜ヶ丘再利

用センター  桜ヶ丘再利用センターは、平成６年に建設され、築後１３年が経過して

いる。桜ヶ丘再利用センターは、事後保全として可能な施設である。 
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名  称 現    状 

シルバー人材センター                  （１施設） 

 

シルバー人

材センター 

 シルバー人材センターは、平成 3 年に建設し、築後１６年を経過してお

り、設備更新時期を迎えている。 

第１中継ポンプ場、簡易倉庫、飲料用貯水槽自家発電室〈連光寺・永山・

豊ヶ丘〉、多摩センター駅前 EV・稲荷橋通りEV、公衆便所 （18施設）

その他施設 

その他施設として、①第１中継ポンプ場は、昭和３７年に建設され、築

後４５年が経過しているが、施設機能としては既に廃止しており、建物だ

けの管理となっている。②簡易倉庫は、昭和３９年の下水道課資材置場兼

倉庫をはじめ、資材倉庫として建設された数は８施設にある。③飲料用貯

水槽自家発電室は、昭和５６年の豊ヶ丘飲料用自家発電室をはじめ、昭和

58年に永山飲料用自家発電室、平成１２年に連光寺飲料用自家発電室と建

設されてきた。④多摩センター駅前エレベータ及び稲荷橋通りエレベータ

については、平成９年に建設された。⑤公衆便所については、駅前などに

設置されており４施設ある。いずれの施設も事後保全対応が可能な施設で

ある。 
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４．公共建築物の保全状況                           

 
これまでの公共建築物の保全の取り組みは、本来の予防保全ではなく、劣化状況が明らか

になってから対応する事後保全となってきている。 

平成 13 年度～平成 19 年度までの過去６年間に市で行った公共工事の状況では、施設機

能を維持するための維持保全レベルの改修工事については年々予算額が確保できなくなって

いる。なお、機能レベルアップ新設・改修工事費の内容は、学校の耐震改修工事である。 

平成 18 年度については、維持保全改修工事としてパルテノン多摩の設備監視装置改修や

本庁舎電話設備改修工事等を実施した。また、機能レベルアップ新設・改修工事費の内容は、

多摩第一小改築関連工事（旧市民プール解体・野球場移設等）、給食センター改修工事、武道

館アスベスト除去工事である。 

平成 19 年度については、維持保全改修工事としてパルテノン多摩の舞台機構制御装置改

修や本庁舎直流電源装置改修工事等を見込んでいる。また、機能レベルアップ新設・改修工

事費の内容は、多摩第一小学校改築工事や給食センター改修工事、図書館本館移転改修工事

等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （単位：億円） 

 

図表－５ 建築系６ヵ年保全状況 

（多摩市 平成１３年度～平成１７年度 決算事業報告書より） 

    （多摩市 平成 18年度～平成19年度 一般会計予算書より） 

年 度 13 14 15 16 17 18 19 

維持保全改修工事 

（長期修繕計画など） 

 

3.53 2.39 1.3４ 0.0７ 0.42 2.97 2.50 

機能レベルアップ 

新設・改修工事 
（新設・改修・耐震改修工事） 

10.8４ 5.79 1.99 5.80 5.46 5.43 21.35

計 14.3７ 8.18 3.3３ 5.87 5.88 8.40 23.85
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５．長期修繕計画の実施状況                         
 

図表－７は、平成 1９年３月末現在で営繕課が技術協力を行い、長期修繕計画が作成され

ている公共建築物である。これまで長期修繕計画は、予防保全を前提に作成しているため、

修繕項目、修繕時期のガイドラインとされてきた。 

実施率が低いのは、修繕項目を調査した上で、施設機能として必要な部位を優先した施設

管理を行ってきた結果であり、そのため、修繕時期を延伸している部位がある。 

また、建設年度が比較的新しい総合福祉センター（平成９年）、温水プール（平成12年）

や八ヶ岳少年自然の家（平成9年）のように大規模改修工事を実施済みの公共建築物は、修

繕時期を延伸できる部位が多く、実施率が低い傾向にある。 

なお、義務教育施設は、教育委員会にて作成している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※：実施率とは、長期修繕計画における年度別の計画的な修繕経費に対する執行率 

を示し、平成1９年３月までの累計を100％とした場合における執行率の割合 

を示したものである。 

 

 

 

 

 

 

作 成 年 月 施  設  名 実 施 率※ 

平成１０年 ２月 パルテノン多摩 ４１．２％

平成１２年 ２月 本庁舎 ５８．６％

平成１２年 ７月 総合福祉センター ２４．２％

平成１２年 ７月 温水プール ７２．１％

平成１３年１２月 健康センター ３７．０％

平成１３年１２月 コミュニティーセンター  ５．４％

平成１５年 ３月 市営住宅（関戸・落川） １５．７％

平成１６年 ３月 八ヶ岳少年自然の家・市民保養所 ７．０％

平成１６年 ３月 総合体育館・武道館・陸上競技場 ２７．７％

平成１７年１２月 ベルブ永山 １．９％

図表－７ 長期修繕計画の作成済施設の実施状況 
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旧耐震基準

約169,300㎡

旧耐震基準

約169,300㎡

公共建築物総面積

約386,000㎡

旧耐震基準※2 
（約169,300㎡） 

新耐震基準※1 

（約216,700㎡） 

耐震診断未実施 
（約 45,100㎡） 

耐震診断実施済み 
（約 124,200㎡） 

耐震改修実施済み※３ 

（約 85,400㎡） 

耐震診断未実施 
（約 45,100㎡） 

耐震改修未実施 
（約 38,800㎡） 

６．公共建築物の耐震改修実施状況                       

 
これまで多摩市が取り組んできた公共建築物に対する耐震改修実施状況は、以下に示すと

おりである。 

（１）公共建築物の耐震基準状況 
図表－８に示すとおり、多摩市の公共建築物全体の約５６％が新耐震基準※１で建てられて

おり、約４４％が旧耐震基準※２で建てられている。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表－８ 新・旧耐震基準に基づいた建築物の割合（平成１９年３月末現在） 

 

（２）耐震診断及び耐震改修の実施状況 
図表－９より、旧耐震基準で建てられている公共建築物のうち約７３％が耐震診断を実施

した。また、旧耐震基準で建てられている公共建築物のうち約５０％が耐震改修を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表－９ 耐震診断・改修の実施状況（平成１９年３月末現在） 
 

※１：新耐震基準とは、昭和５６年６月 １日以降に施行した構造基準をいう。 

※２：旧耐震基準とは、昭和５６年５月３１日以前の構造基準をいう。 

※３：耐震診断により、改修する必要がないと診断された建築物も含む。 

 

 

約２７％ 

約５６％ 

約４４％ 

約７３％ 

約２３％ 

約２７％ 

約５０％ 
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20％ ｢１年未満｣ 

事 務 系 

47％ ｢１～３年未満｣ 

23％ ｢５年以上｣ 

10％｢３年～５年未満｣ 

75％ ｢５年以上｣ 

一般技術系 

8％ ｢１年未満｣ 

17％ ｢１～３年未満｣ 

７．施設管理者の現状 （アンケート調査結果より）               

 
これからの施設の維持管理を計画的・効率的に行う上で、どのような課題があるかを検証

するために、「公共建築物の維持管理に関するアンケート調査」（平成 16 年 11 月）を実施

した。 

 

＜維持管理に関する状況と課題＞ 

 公共建築物の施設管理は、専任の管理者が定まっている場合は少なく、大部分は、事務

職員が施設管理を行っており、当該業務に従事する期間も人事異動との兼ね合いから、経

験５年未満の者が７７％を占めている実態がある。（図表－１０参照） 

 このような管理体制にあることから、日常の管理ベースでも、必要以上に詳細なマニュ

アルが必要な状況にあり、技術的な相談窓口としての機能が営繕課に求められている。 

 

図表－１０ 施設の管理を担当している職員 

 課 長 係 長 担当主査 担 当 合 計 
事 務 系 0(0%) 4(10%) 4(10%) 20(48%) 28(68%) 
一般技術系 1(2%) 0(0%) 0(0%) 11(26%) 12(28%) 
そ の 他 0(0%) 1(2%) 0(0%) 1(2%) 2 (4%) 
合 計 1(2%) 5(12%) 4(10%) 32(76%) 42(100%) 
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6
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8

3

13

9

5

2

6

4

8

11

0 5 10 15 20 25 30 35 40

参考にできる維持管理情報がない

急な故障時の対応と修理

予算がない

機器の更新の目安

委託業務の積算方法が分からない

委託業務の仕様書の作成

修繕計画の見直しができない

機器類の点検の方法・処理

長期修繕計画の作成ができていない

保全台帳の作成

保全の体制ができていない

業者の選定

委託・工事の監督及び検査

機器類の運転方法

点検結果の見方と評価

修繕工事の積算方法

技術系 総数12票

事務系 総数30票

＜維持管理における課題＞ 

今後、施設を維持していく上での課題については、｢予算がない｣ことや｢長期修繕計画の作

成ができていない｣、｢機器の更新の目安がわからない｣といった意見が多かった（図表－１１

参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表－１１ 維持管理における課題 
 

「公共建築物の維持管理に関するアンケート調査」より 
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88 億円

0.00

5.00

10.00
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H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

0.00

50.00

100.00

150.00

改築費

累計

〔億円〕 〔億円〕

20年間で
約

370 億円

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00
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0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00
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500.00

550.00

600.00

一般工事請負

耐震改修

諸工事

長期修繕計画

大規模改修

累計

20年間で
約

〔億円〕 〔億円〕

８．公共建築物の改築・改修経費                        
 

多摩市が保有している施設の床面積は、約３８６，０００㎡にも上る。多摩市行財政診断白

書（平成１５年７月）と同様な試算条件のもと、改築・改修経費のコストシミュレーションを

行った。結果として、今後20年間で改築費約８８億円、改修費370億円が試算された。 

但し、集会所は多摩市行財政再構築プラン（平成１６年２月）において、維持管理は自治

会の自己対応に転換する、改革の方向性が出されているためコストシミュレーションより除

くが集会所改築経費は約９．７億円が見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表―１２ 今後２０年間における改築費のコストシミュレーション 
 〔内訳〕小・中学校体育館改築：約57.0 億円 

       ※唐木田コミセン、和田コミセン、第二小学校改築事業は除く。 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表―１３ 今後２０年間における改修費のコストシミュレーション 
      ※貝取中学校統廃合に伴う改修工事は除く。 

       

総合体育館、 
北貝取小、貝取中 

聖ヶ丘小、西落合小 
聖ヶ丘中 

パルテノン多摩 
健康センター 

30年経過し、改修未
実施建物他 

第１小学校改築工事 

H29~H38（約 180億円） 

連光寺小、多摩中 
豊ヶ丘中 

H19~H28（約 190億円） 

H29~H38（約 32億円） H19~H28（約 56億円） 
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＜試算条件＞ 

 ①建物データ（建設年度、延面積等）⇒確認申請書、財産台帳、学校施設台帳を使用。 
 ②長期修繕計画策定済施設はその所要額 

 ③長期修繕計画策定がされていない施設は建物グレードを想定し計上。 

 ④大規模改修実施時期３０年を想定。建物躯体だけを残す改修手法を標準として設定。 

 ⑤耐震診断・補強工事は、耐震補強が必要となる本庁舎、学校体育館、教育センター他 

 ⑥新築・増築・改築工事は、建物の耐用年数設定を財務省省令・補助基準を参考に設定。 

  RC造:６０年（学校等）S造：４０年（学校体育館） 

S造：３０年（消防団器具置場、学童クラブ）木造：２４年 

 

 

９．公共建築ストックの課題整理                         
 

多摩市における公共建築ストックを取りまく管理運営上の問題・課題を整理すると以下の

ようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老朽化の進行による修繕・改修費用の増加予測
 ① 建設後30年を経過し、大規模改修時期を迎える昭和50年代建設の大量学校ストック
 ② 建設後15年を経過し、設備更新時期を迎えるストック
 ③ 公共施設整備基金の減少
 ④ 政策的事業（新築工事・学校統廃合工事等）を優先して実施するため、改修時期を延
　  伸された既存ストックの老朽化の進行が見込まれる。

公共建築ストック管理運営上の課題

社会・技術的変化による施設の陳腐化
 建設時の施設性能が陳腐化し、社会・技術的変化による要求レベルに追いつかない。

耐震診断・補強の未実施
　学校校舎を優先してきていたが、昭和56年以前に建設されたその他公共建築物の安全性
能の確保が必要である。

施設管理者の技術情報が不十分
  施設管理者アンケート調査より、技術情報不足が指摘されている。

建築基準法及び関係法令が既存不適格である建築物への対応
  建築基準法では既存不適格建築物について増改築等を行わない場合は、規定は遡及されない
が、建設後３０年経過し大規模改修を行う公共建築物については、建築基準法及び関係法に
ついて対応を行う必要がある。
（耐震改修促進法・ハートビル法・省エネ法・景観法等）

公共建築ストック情報管理が不十分
  市公共建築物情報（建物概要・設備台帳・工事履歴等）が一元管理されていない。

長期修繕計画の未策定施設の対応
　本計画対象施設１１７施設の内、策定施設は２５施設である。
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第３章 計画の基本方針 
 

１．計画の基本方針                              

 

（１）保全の理念 
公共建築物は、「公衆の利便と公務能率の増進」、「経済性の確保」、「安全の確保」、「環

境負荷低減」を図るため、適正にかつ計画的・効率的に保全しなければならない。そこ

で、基本方針として次の４つの柱を制定し、保全業務にあたることとする。 

 

１）人命の安全が確保される 

２）公共建築物の果たすべき機能が長期に渡って最大限発揮される 

３）保全に係るコストの適性化を図る 

４）公共建築物が環境に与える負荷を最小限に抑える 

 
公共建築物に求められる「安全」「安定」「継続」「快適」の各要素を充足するために

は適切な維持保全が不可欠である。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）目 標 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共建築物の長期耐用化・延命化を図り、適切な維持保全により、

貴重な社会の資源（市民の財産）の有効活用とライフサイクルコ

ストの削減等を図る。 
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（３）公共建築物ストック活用方針 
 現存する公共建築ストックの整理再編と維持保全に関わる目標とするフローを示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共建築物保全の基本方針

施設の選択・優先順位付け

存続
民間委託・

民営化

転用・多

目的利用 統廃合 廃止

環境の要請

限りある財源の使途
市民ニーズ

社会経済環境の変化

現存する公共施設の有効活用と整理・再編

施設の今後

の必要性

公共関与・

役割分担 有効性 経済性 機能の重複
常設の「場」

の必要性

安全性 耐震性
省エネル

ギー・省資源 利用状況 バリアフリー 室内環境 コスト

全域的施設地域施設

（重要性が高い）

予防保全
予防保全

+

事後保全
部位改修

全域的施設

（重要性が高い）
地域施設

景　観

ストックマネジメント計画

施設の基本的性能水準

大規模改修時期　（建設後６０・３０年経過）

事後保全
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２．公共建築物保全整備方針                          

 
平成 19 年（２００７年）度から平成２８年（２０１６年）度までの１０年間の公共建築

物保全整備方針を、次の５つの視点でおこなうこととする。 

 

 公共建築物保全整備方針-５つの視点 

（１） 学校施設の改修は、部位改修を基本として実施する。 

（２） 安全性と機能性の確保に関する必要な予防保全を実施する。 

（３） 長期修繕計画に基づく修繕は、劣化調査等に基づき実施する。 

（４） 建築基準法及び関係法令の既存不適格部位は段階的に解消する。 

（５） 予算の平準化に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象外部位等

新築、用途変更、美観のための内装改

修、機能を向上させる改修、政策的改修

公共建築物

計画対象施設

計画対象部位 計画対象外部位

〇外壁
〇防水

〇長期修繕計画に規定された部位であり、

かつ安全及び施設重要度が高い部位

〇トイレ

〇耐震補強

〇建築基準法及び関係法令より、既存

不適格と判断される部位

〇エレベーター

〇だれでもトイレ

計画対象部位
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整備方針イメージ図 

（1）学校モデル 

① 今までの大規模改修学校モデル 

建物躯体だけを残す大規模改修を標準としている。（スケルトン改修） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 公共建築物保全整備方針に基づく部位改修を基本とした大規模改修学校モデル 

（外壁・防水・トイレ・EV・だれでもトイレ・耐震補強・バリアフリー・消防設備・

冷暖房機等の部位改修） 
※美観のための内装改修は対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築改修対象

設備改修対象

大規模改修範囲 増築範囲

屋上防水

照明器具改修

天井改修

トイレ改修

外壁塗装

内壁塗装

床改修

エアコン～
～
～

だれでもトイレ新設 エレベーター新設

照明器具

空調機器改修

耐震補強

設備改修対象

建築改修対象

大規模改修範囲 増築範囲

屋上防水

トイレ改修

外壁塗装

エアコン～
～
～

だれでもトイレ新設 エレベーター新設

空調機器改修

照明器具

耐震補強
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（2）コミュニティセンターモデル 

① 公共建築物保全整備方針に基づく、安全性と機能性の確保に関する必要な予防保全を実

施したコミュニティセンターモデル。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニティセンターは、15年を経過する施設であるため、設備更新が必要である。本図

は長期修繕計画において、設定されている設備更新の一般的な対象物を標記した。更新に先

立ち、劣化状況の調査を行い、診断結果に基づき、最小限必要な箇所のみ工事を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改修部位

空調機器改修

非常照明改修

照明器具

○○○○

エアコン

冷温水発生機改修

給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ改修
換気扇改修

放送設備改修

自火報設備改修
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３．保全計画コストシミュレーション                       
 

公共建築物保全整備方針に基づく５つの視点により、下記対象施設の保全計画コストシミ

ュレーションを行った。廃止、資産活用、事後保全対応等で維持できる公共建築物は対象外

とした。また文化財、暫定扱い等の公共建築物も対象外とした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89%

11%

防災倉庫・消防団器具置場・学校・保
育園・学童クラブ・コミュニティセン
ター・市営住宅・庁舎・総合福祉セン
ター・健康センター・地区複合施設・
パルテノン多摩・児童館・公民館・給
食センター・資源化センター・公園施
設・総合体育館・武道館・陸上競技
場・温水プール・多摩センター駅前広
場管理棟・出張所・福祉作業所・教育
センター・駐輪場・少年自然の家・デ
イサービスセンター・図書館　等
　　　　　　 117施設  341,201㎡

計画対象施設

保養所・集会所・学校跡地・公園便
所・公衆便所・プレハブ倉庫・ポン
プ場　等　　1７０施設　43,907㎡

対象外施設

公共建築物

面積割合 
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〔試算条件〕 

 ○計画対象施設（１１７施設）には、以下の条件に基づき試算する。 

１） 多摩市公共建築物における使用期間及び改修期間を下表のとおりとする。 

構  造 改修期間（部位） 使用期間 

RC・SRC・S造 ３０年 ６０年 

LS・木造 ２０年 ４０年 

２） 部位改修の内容は以下のとおりとし、過去の履歴（分かる範囲）から該当年数を

想定し、概算金額を入力した。 

  〔建築〕 

・外壁塗装、屋根防水、内装はペンキ塗り程度とする。 

・エレベーター・だれでもトイレの設置されていない施設は、改修と併せて行うこと

する。 

  〔電気〕 

・自動火災報知機・非常放送設備(放送設備、誘導灯などの人命に係わる設備 

  〔機械〕 

   ・空調機器などの施設運営に係わる設備 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）唐木田コミセン、和田コミセン、第二小学校改築事業、貝取中学校統廃合は除く。 

注）第１小学校改築工事を除く。また、各小・中学校の設備改修を含む。 

※：Ｈ２０～Ｈ２２までに各小・中学校体育館の部位改修費（約６．１億円）を計上。 

 

１０年間で約１１２億円の費用がかかる。約１１．２億円／年のコストが必要 

と予測される。 

平成 28年以降については、パルテノン多摩、健康センター、コミュニティセ 

ンター等の設備レベルが高い施設が大規模改修時期の建設後30年を経過する 

ため改修グレード及び改修費用の平準化が大きな課題になる。 
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耐震工事費

長期修繕計画費

部位改修（設計費含む）

諸工事費

累　　計

10年間で

約　　　　　億円

〔億円〕 〔億円〕

図表－１３ 計画フレームコストシミュレーション 

体育館部位改修 
H20～H22※ 
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図表―１４ 保全計画コストシミュレーションの内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ この保全計画コストシミュレーションは、「公共施設あり方検討」により変動する。 

 

多摩市行財政診断白書（平成 15年 7月）との相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

見直し内容 行財政診断白書 ストックマネジメント

すべての施設を対象とし

ていない。
（対象外：売却、廃止が計画さ

れている。事後保全対応等で維

持できる。文化財、暫定利用等

の公共建築物。）

386,000㎡
341,201㎡

改築時期の見直し RC造：６０年（学校等）

S造：４０年（学校体育館）
S造：３０年（学童クラブ等）
木造：２４年（集会所）

RC造：６０年（学校等）

S造：６０年（学校体育館）
S造：４０年（学童クラブ等）
木造：４０年（集会所）

改修手法の見直し 建物躯体だけを残す大規模改修を

標準としている。（スケルトン改
修）

部位改修を標準としている。（外

壁・防水・安全及び施設重要度が高
い部位・トイレ・建築基準法等よ
り、既存不適格と判断される部位）
※美観のための内装改修は対象外

長期修繕計画の見直し
（現在策定されている長期修繕

計画予防保全範囲の見直し）

理想とする予防保全

（長期修繕計画策定済み施設の計
画修繕費の１００％を計上し
た。）

設備改修を中心に安全を優先とした

最低限の予防保全と修繕時期の見直
しを行う。
（長期修繕計画策定済み施設の計画
修繕費の５０％を計上した。）

対象施設 計画金額（概算） 改修内容

２）長期修繕計画施設
①本庁舎他

②パルテノン多摩

③健康センター

④市営住宅（関戸・落川）

⑤総合福祉センター

⑥温水プール

⑦八ヶ岳少年自然の家

⑧総合体育館・武道館・陸上競技場

⑨コミュニティセンター

⑩ベルブ永山

３）その他
①防災倉庫

②消防団器具庫

③保育園

④学童クラブ

⑤地区複合施設

⑥教育センター　ほか

約１１２億円

緊急対応が必要な改修

部位改修を基本（外壁・防水・トイレ・EV・だ

れでもトイレ・体育館耐震補強・バリアフリー・
消防設備・冷暖房機等）
※美観のための内装改修は対象外

現在策定されている各長期修繕計画の予防保全範

囲の見直し

●設備改修を中心に安全を優先とした最低限の予
防保全内容を行う。
●長期修繕計画策定済み施設の計画修繕費の５
０％を計上した。

１）教育施設

　　（小・中学校３１校）

部位改修を基本（外壁・防水・トイレ・EV・だ

れでもトイレ・耐震診断・耐震補強・バリアフ
リー・消防設備・冷暖房機等）
※美観のための内装改修は対象外

５５．２４億円

３３．４５億円

１７．５２億円

４）事後保全対象施設
５億円
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４．ストックマネジメント全体像                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多摩市公共建築ストックの管理運営上の課題

   ● 老朽化の進行による修繕・改修費用の増加予測

　● 耐震診断・補強の未実施
　● 建築基準法及び関係法令が既存不適格である建築物への対応
　● 社会・技術的変化による施設の陳腐化
　● 長期修繕計画の未策定施設の対応
　● 公共建築ストック情報が不十分
　● 施設管理者の技術情報管理が不十分

　

　目　標

公共建築物の長期耐用化・延命化を図り、適切な維持保全により、貴重な社

会の資源（市民の財産）の有効活用を図る。

　保全の理念

 １） 人命の安全が確保される
 ２） 公共建築物が環境に与える負荷を最小限に抑える
 ３） 公共建築物の果たすべき機能が長期に渡って最大限発揮される

 ４） 保全に係るコストの適性化を図る

計画の基本方針

保全整備方針

公共建築物保全整備方針-５つの視点

　① 学校施設の改修は、部位改修を基本として実施する。
　② 安全性と機能性の確保に関する必要な予防保全を実施する。
　③ 長期修繕計画に基づく修繕は、劣化調査等に基づき実施する。
　④ 建築基準法及び関係法令の既存不適格部位は段階的に解消する。
　⑤ 予算の平準化に努める。

５つの取組み

１． 既存公共建築物の施設情報の一元化
２． 施設管理者への維持保全業務の技術的支援
３． 計画的な修繕を行うための長期修繕計画の作成
４． 予算要求時の技術視点の導入

５． 保全業務の役割と義務付けのための「保全規程」（仮称）の整備

公共建築物保全の取組み

成　果

ライフサイクルコストの削減適切な維持保全

   保全情報システムの導入

整備すべき技術的手法等

  修繕優先度判定手法の導入

　公共建築物の性能水準の設定

   建物用途による改修手法の整理

平成19年度以降の取組み
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第４章 公共建築物保全の取組み 

 
 ５つの取組み 
 公共建築物保全においては、安全性や利用者満足を確保しつつ、ライフサイクルコストを
どのように低減させるかが重要になる。そのためには適切な点検・評価によって将来の状態

を的確に予測し、いつ、どのような対策を行えばライフサイクルコストを最小化できるかを

明らかにする必要がある。本計画では、適切な公共建築物保全への対応策として、次の５つ

の取組みを行う。 

 なお、社会・技術的変化による施設の陳腐化などの機能附加に対する改修は、別途整備が

必要になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．既存公共建築物情報の一元化                        

 
 市公共建築物情報を一元化するシステム（保全情報システム）を整備し、保全業務の効率

化と質の向上を図る。公共建築物情報は、建物概要・設備台帳・工事履歴等の多面的な施設

管理に関する情報を効率よく集約・一元管理することによって、既存公共建築物の有効活用、

適正管理、保全計画の策定等に係わる意思決定を支援することを目的とする。 

 

 

２．施設管理者への維持保全業務の技術的支援                  

 
 施設管理者に対し、維持保全業務（市公共建築物の機能の維持や耐久性の確保を図るため

に行う点検、保守、運転及び監視等）への技術支援を行う。これまで各施設管理者からの相

談や技術協力に対し、個別に応えていたものを組織の業務として位置付けし、緊急時の対応

等施設管理者への支援の強化を図るものである。 

 

（１）施設の劣化や設備の故障による緊急時対応から、その後の修繕、改修方法をサポー

トする。 

 

（２）建物維持管理委託等の仕様書作成のアドバイス 

 

（３）施設の省エネルギー対策のアドバイス 

  

以上について、施設管理担当者が日頃苦慮している維持管理手法について、技術支援など

を行うことを目的とする。また状況により、アドバイスによる技術支援ではなく、設計作業

等が必要な技術協力を行うものである。 

５つの取組み 
１． 既存公共建築物の施設情報の一元化 
２． 施設管理者への維持保全業務の技術的支援 
３． 計画的な修繕を行うための保全計画の作成 
４． 予算要求時の技術視点の導入 
５． 保全業務の役割と義務付けのための「保全規程」（仮称）の整備 
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３．計画的な修繕を行うための保全計画の作成と保全ＰＤＣＡサイクル       

 
 建物を構成している各材料や部品には耐用年限があり、時間の経過とともに劣化が進行す

る。保全計画は大規模改修、長期修繕、部位改修の３つの改修手法からなり、長期的視点か

ら施設の修繕・改修需要を明示するものである。 

 本取組みでは、長期修繕計画を策定済みの施設は既定計画の更新を行い、未策定の施設に

ついては新規策定を行う。このことにより、多摩市全体のストックを俯瞰し、限られた予算

の中で、どの時期にどの程度の修繕・改修費用が発生するか予測する。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保全計画

大規模改修

部位改修

長期修繕

改修手法 改修時期 対象 目的 工事内容

施設全体

老朽化・既存不適格・陳腐化

の解消を目的に施設全体を建
築・電気・機械の工事を同時
期に実施する改修手法

外壁・防水・内装・設備の更

新等
耐震・バリアフリー等

施設部位

重要な部位の老朽化対策、既

存不適格・陳腐化の解消を目
的に施設部位を対象に建築・
電気・機械の工事を同時期に
実施する改修手法

外壁・防水・設備の更新等

耐震・バリアフリー等

部位改修 5年～15年 施設部位

重要部位の機能維持を目的に

対象部位の耐用年数を定め修
繕する改修手法

外壁・防水・設備機器（防災

設備・冷暖房機器等）更新

長期修繕 1年～10年 施設部位

施設機能維持及び長寿命化を

目的に使用部材毎に耐用年
数・修繕周期・修繕内容を定
めた改修手法

外壁・防水・設備機器（防災

設備・冷暖房機器・給排水機
器）等の修繕・更新

大規模改修 建設後30年・60年
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 保全計画の運用にあたっては、その取組み成果を客観的に検証し、新たな改善に繋げる、

ＰＤＣＡサイクルを確立する。保全業務のＰＤＣＡサイクルを通して、各施設固有の弱点（異

常が頻繁に起こる部位など）の把握と最善の対応等、きめ細かな維持管理のノウハウを蓄積

し、保全計画にフィードバックすることで、当該施設の耐用年数を最大化する視点が、計画

の運用上、特に重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保全計画の立案
（計画段階）

PLAN

保全業務の実施
（実施段階）

DO

保全業務の評価
（評価段階）

CHECK

保全業務の改善
（改善段階）

ACTION

・財政支出平準化
・施設機能維持
・コスト意識改革
・アカウンタビリティ

保全計画の立案
（計画段階）

PLAN

保全業務の実施
（実施段階）

DO

保全業務の評価
（評価段階）

CHECK

保全業務の改善
（改善段階）

ACTION

・財政支出平準化
・施設機能維持
・コスト意識改革
・アカウンタビリティ
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４．予算要求時の技術視点の導入                        

 
 多摩市の公共施設ストックは前述の通り約 380,000 ㎡にのぼり、施設の老朽化と共に維

持管理に係る必要コストは今後増加が予想される。一方厳しい財政状況の中、施設保全経費

は抑制され、施設の機能維持のために必要な予算額が確保されていないのが現状である。こ

のため限られた保全経費の配分に際しては、重要度（安全性、機能）・劣化度（緊急性）・故

障時のリスク等を考慮した予算配当が求められ、修繕優先度判定手法等の技術的手法の整備

が求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術視点導入（予想図） 

営　繕　課

主管課

（施設管理者）

見積り

予算要求

財政課 査定 決定

技術視点

修繕優先度判定

保全計画

劣化度調査

意見書

（優先度等）
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５．保全業務の役割と義務付けのための「保全規程」（仮称）の整備        

 
現在の施設保全は、市に統一基準が無いため、担当者の経験等に頼ったものになっており、

保全水準の差が生じている。 

本取組みでは、「保全規程」（仮称）の整備を行い、施設管理者と営繕担当との保全業務の

ルールを定めるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保全業務（予想図） 
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営繕業務

大規模改修工事

部位改修工事
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修　　繕

業務委託

運転監理業務

保守点検業務

清掃業務

警備業務

  保全計画

  大規模改修

  部位改修

  長期修繕

営繕担当（技術支援）

各施設管理者

営繕担当
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第５章 実施手法の検討 
施設保全の実施にあたり、改修手法等の具現化のため、以下に実施手法の考え方を示す。 

 
１．保全情報システムの導入                          

 
公共建築物の長期的な使用を考えたとき、構造躯体の性能の維持が大きなウェートを占

めるといえるが、一般的な改修工事等では構造躯体そのものの維持保全と併せて建築の意

匠的な部位並びに設備機器等の更新という視点で行われる。 

保全情報システムは、公共建築物の性能低下(構造躯体や設備機器等)を把握し、長期間に

渡って適正な維持を目的として導入を行う。公共建築物に関わる竣工図面、保全情報、劣

化度診断等を集約・一元管理することにより、既存ストックの有効活用、適正管理、保全

計画の策定等に関する意思決定を支援するとともに、各施設管理者の業務効率向上を図る。 

システムの導入により、次のような効果を得る。 

 

１）ライフサイクルコストの低減 

２）不必要な工事の減少 

３）計画期間内の予算の平準化 

４）建物の修繕優先度（劣化度・優先度）の判定 

５）施設情報の一元化 

６）施設管理者のサポート体制の充実 

 

 

２．公共建築物の性能水準の考え方                       

 
公共建築物において、建物の使用期間内の性能維持を長期に渡って有効活用するには、保

全指導を行う者、施設保全責任者、施設管理者のそれぞれの者が、施設が本来有すべき性能

水準と現在有している水準の乖離を認識し、施設の改善に向けて適切な計画を立案し修繕計

画を実施する必要がある。そのために施設が備えるべき性能水準を重点管理項目として下記

のように設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表－１５ 施設の基本的性能水準イメージ図 

利用状況

コストﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

室内環境

安全性
耐震性

省ｴﾈﾙｷﾞｰ
省資源

施設の基本的性能水準
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さらに公共建築物の基本的性能要件・具体的項目を下記のように分け、それぞれの評価基

準を設定し評価を行ったうえで保全を行う。 

 

観点 重点管理項目 具 体 的 項 目 

安全性 
外壁の剥落防止、漏水防止、ＰＣＢ等への対策 

耐火、防火、防災 
安全 

耐震性 耐震診断の実施、耐震改修の実施 

環境 
省エネルギー 

省資源 

省エネ・省資源、廃棄物の削減、電気使用量 

燃料使用量、ガス使用量、水道使用量 

室内環境 
光環境、熱環境、空気環境、衛生環境 

情報設備設置環境 

バリアフリー 
建築物の出入口、廊下、スロープ、階段 

エレベーター、便所、駐車場、構内通路、サイン 

利用状況 狭隘度、利用度、満足度、アクセス 

品質 

コスト 使いやすさ、維持管理費、光熱水費 
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３．修繕優先度判定手法について                        

 
各年度の予算は限られており、策定した保全計画通りに修繕を行っていくことは、ほぼ

不可能である。この希少な予算配分の方法として、公共建築物ごとに修繕優先度を評価し

客観的かつ定量的に修繕優先度を決定していく手法の確立が必要である。 

修繕優先度は、公共建築物の重要度や劣化度を客観的かつ定量的に評価し、どの評価員

が行っても同じ結果に結びつくよう評価基準として定型化する。 

この評価基準の設定については、次式を用いて総合的に評価する。 

 

 

 

 

図表－１６ 修繕優先度判定手法 

 

評価項目の視点については、1)・2)及び 3)にて図示する。 

 

1)重要度 

公共建築物の重要度として、当該施設の公共性・安全性・法令遵守の度合い・利用者

満足度について評価する。 

 

①公共性 

   公共性については、行政がサービスを提供する必需性が高いか、低いかの観点、（必需

性⇔選択性）行政サービスによる利益を受ける人が多数（団体）か、少数（個人）かの

観点（公益性⇔私益性）を考慮し評価を行う。 

 

②安全性 

施設の大まかな部分の人命に与える危険度合いの判定を行う。 

① 外壁剥落 外壁モルタル等の落下の危険度合い 

② 内部仕上げ 内部仕上げ材等の利用者への危険度合い 

③ 漏電 漏電の有無 

④ 漏水 給水・給湯・排水・ガスの各配管等からの漏れ具合 

⑤ 設備機器 各機器の腐食具合による危険度合い 

⑥ その他 メーカー等からの不具合情報による不具合状況の判断 

 

 

③法令遵守 

各法令・条例等の改正に伴う施設の法対応について、判定を行う。 

① 建築基準法等 建築基準法・ハートビル法 

② 消防関係法令 消防法・火災予防条例等 

③ 東京都条例 各種条例 

 

 

 

 

 

 

＝ ＋ ×重要度　Ｑ 劣化度　Ｒ優先度　Ｐ 係数　ｋ
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④利用者満足度 

各施設からの情報として、不具合情報がある。 

① 建築 建物全般(外壁・壁・床・天井・家具類等) 

② 電気設備 電気機器(照明・放送・自火報・電話・LAN等) 

③ 機械設備 機械設備機器(空調機器・給水・給湯・排水・ガス等) 

④ エレベーター エレベーター・ダムウェーター他 

⑤ その他 上記に含まれないもの 

 

評価基準 

 Ａ Ｂ Ｃ 

安全性 
人命に危険が迫って

いる 

安全性が損なわれ始

めているが、早急な対

応の必要がない 

問題なし 

法令遵守 
早急に対応の必要が

ある 

法改正により不適合

となるが、遡及措置が

ないなど、早急に対応

する必要なし 

問題なし 

満足度 
施設利用者から頻繁

に不具合情報がある 

施設利用者から稀に

不具合情報がある 
問題なし 
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2)劣化度 

公共建築物の劣化度は、各部材や設備機器の劣化具合を日常点検簿・年次点検簿の

内容確認を行い、その上で現地に赴き「目視点検・触診点検等」を行い、担当者が総

合的に評価する。評価に際しての評価基準は別に定めるが、劣化度決定に際しての評

価の対象とする部位・機器は次の項目とする。 

 

項目 対象となる部位・機器 項目 対象となる部位・機器

建築５区分  機械設備１８区分  

1)建築躯体 建築躯体 ボイラー 

2)外部建築 屋根 温水機 

 外壁シーリング 冷凍機 

 外壁 空気調和機 

1 

 外部建具 冷暖房ユニット 

電気設備９区分  全熱交換器 

受変電設備 冷却塔 

自家発電設備 空気清浄装置 

直流電源装置 ポンプ 

交流無停電電源装置 送風機 

分電盤・制御盤 

空気調和設備・換気

設備 

電動機 

照明器具 貯湯タンク 

電力システム 

幹線 

給排水衛生システ

ム ポンプ 

通信システム 通信システム エレベーター 

2 

防災システム 防災システム エスカレーター 

   自動制御設備 

   中央監視設備 

   

3

搬送・その他システ

ム 

配管 

保全業務ガイドブックより 

3)劣化度係数 

①で評価する劣化度合いについて、劣化・故障を放置した場合の被害・損失の拡大

の度合いの程度を考慮するため、次の係数を使用する。 
放置した場合の被害・損失の拡大程度 

 
急速に拡大 次第に拡大 拡大しない 

劣化・故障が生じてい

る(劣悪な状況) 
1.3 1.2 1.1 

劣化・故障が生じてい

る 
1.2 1.1 1.0 劣化・故障の程度 

劣化・故障がない 

あるいは生じる見込み
1.1 1.0 0.9 

保全業務ガイドブックより 
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４．建物用途による改修手法の整理                       

 
市有財産である公共建築物には、学校、コミセン、児童館・学童クラブ、パルテノン多

摩など、用途・目的がさまざまで、また施設機能も異なっている。工事の際、用途・目的

の違う施設を一つの手法で改修または修繕を行なっていくことは不可能である。そこで、

施設を用途別に細分化し、建物ごとの使用方法を考慮したうえで、改修工事の手法を検討

しておく必要がある。次に、建物の用途別に大規模改修における改修方法を示す。 

 

施設の改修手法 

用途等 休館不可 休館可 

庁舎等 本庁舎・東庁舎 出張所(桜ヶ丘・多摩ｾﾝﾀｰ) 

防災  
防災倉庫 

消防団器具置場 

地区複合 

ﾎｰﾙ 
 

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ・公民館・地区複

合施設・ﾊﾟﾙﾃﾉﾝ多摩 

保育園 保育園  

児童館 

学童ｸﾗﾌﾞ 
学童ｸﾗﾌﾞ 児童館 

福祉・保健・衛生 
健康ｾﾝﾀｰ・総合福祉ｾﾝﾀｰ・市

営住宅 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

福祉作業所・教育ｾﾝﾀｰ 

体育施設  

総合体育館 

武道館・陸上競技場 

温水プール 

学校 

給食ｾﾝﾀｰ 
学校・給食ｾﾝﾀｰ  

ごみ処理施設 資源化ｾﾝﾀｰ(ﾌﾟﾗﾝﾄ除く)  

生涯学習 八ヶ岳少年自然の家 ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ・図書館 

交通  駐輪場 

 

1)休館不可の部分改修 

休館ができない施設については、該当部分ごとに階層を分けるあるいは部屋ごとさ

らには機器ごとなど、施設の用途・使用状況に応じて改修を行う。施設ごとに条件が

違うため、その都度検討の必要がある。 

なお、ここで指定される施設は、施設の利用は行っており休館できないため、仮設

対応が必要になる場合がある。 
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2)休館不可の部分改修 

休館ができない施設ではあるが、夏休み等で長期に休館できる施設もある。この場合

は施設の利用を一次休止し改修工事が可能である。また前後期間については施設は使用

しているが、施工の準備や施設の使用上影響のない範囲で部分改修を行なうことが可能

であるため、大規模改修工事も行なうことが出来る。 

なお、施設は休館であるが、施設管理者や職員等が常駐する場合は、仮設対応を行い

ながら改修工事を行なう必要がある。 

3)休館可の部位改修 

休館が可能な施設は、休館時期の調整を行ない利用者に周知した上で一定期間施設の

使用を中止できる。そのため全部位の改修について、集中的に改修工事を行なうことが

でき、無駄の少ない工事を実施できる。 

  

大規模改修工事の内容は、下記の条件に従い行うこととする。 

1)施設の構造による大規模改修時期の目安 

構 造 大規模改修時期 

RC・SRC・S造 30年

LS・木造 20年

 

2)新築年度・改修状況による大規模改修内容(部位改修) 

 施設の状況 
エレベーター 

だれでもトイレ 
内  容 

設置済み 耐震補強工事のみ実施 

1 
昭和 56 年以前の

新築施設 
未設置 

耐震補強工事・エレベーター・だれ

でもトイレの設置 

設置済み 
外壁塗装・屋上防水・内装塗装・家

具取替え 

2 

昭和 56 年以降の

新築施設 

 

耐震補強工事済み

施設 

未設置 

外壁塗装・屋上防水・内装塗装・家

具取替え・エレベーター・だれでも

トイレの設置 

3 設備機器の更新 － 

1)空調設備 

2)自動火災報知設備 

3)非常放送設備(放送設備のみ含む) 

4)誘導灯設備(蓄電池の取替え) 

※長期修繕計画の策定済み施設については、内容精査のうえ実施していく。 

※設備機器の更新時期は、空調設備・誘導灯蓄電池は15年、自動火災報知設備・非常放

送設備は20年を目安とする。 
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資  料  編                                  
１．用語説明 

用 語 説   明 

改 修 
劣化・陳腐化した建築物またはその部品の性能や機能を初期の水準を越え

て要求される水準までの改善を図ることをいう。 

修 繕 
劣化・陳腐化した建築物またはその部品の性能や機能を初期の水準までの

改善を図ることをいう。 

補 修 
劣化・陳腐化した建築物またはその部品の性能や機能を実用上支障のない

状態までの改善を図ることをいう。 

事後保全 
建築物の部分あるいは部品の不具合・故障が生じた後に、部分あるいは部

品を修繕又は交換し、性能・機能を所定の状態にもどすこと。 

予防保全 

建築物の部分あるいは部品の不具合・故障が生じる前に、部分あるいは部

品を修繕又は交換し、性能・機能を所定の状態に維持すること。計画保全

ともいう。 

大規模改修 
建物の鉄部塗装や外壁改修・屋根防水の改修，給水管の更新，排水管の更

新等とった大規模な改修をいう。 

長期修繕計

画 

一般的に建築物の性能は年々低下する。その機能を維持するために予め立

てておく修繕計画を一般に長期修繕計画という。 

既存不適格 

建築物 

既存建築物で、建築基準法の規定の改正や関係法令により、全部または一

部が適合していない建築物をいう。 

建築基準法 

この法律は、建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を

定めて、国民の生命、健康および財産の保護を図り、もって公共の福祉の

増進に資することも目的とする。（建築基準法〔目的〕第１条）建築に関す

る基本法です。 

部位改修 大規模改修に至らない改修をいう。 

保 守 
既存建築物の初期の性能及び機能を維持する目的で、周期的又は継続的に

行う注油や小部品の取替え等の軽微な作業。 

ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 既存施設の効率的・効果的に活用するための体系的な手法のこと。 

ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 
コスト効率よく、物理的資産を維持し、機能を向上を図り、運用する体系

化した手法である。 

長寿命化 
公共建築物に求められる性能を確保しながら、より長く施設を使用するこ

と。 

保 全 
建築物およびそれに付随する設備などの対象物またはその部分の機能及び

性能を使用目的に適合するように維持または改良すること。 

ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ

(LCC) 
建築物などの施設維持および運営に係るコストの総計。 

劣 化 
物理的、化学的、生物的要因により、建築物またはその部分の組織構造や

特性に経年的な変化が生じ、性能が低下すること。 

陳腐化 
社会的・技術的情勢の変化によって、物の機能・性能などの相対的価値が

低下すること。 

耐震診断 
既存建物の構造が地震力に対して、どの程度の耐震性があるのか、耐震性

の調査および診断をすることをいう。  
〔参考文献〕 

岩波書店「広辞苑」 

日本建築学会「建築物の改修の考え方」 

国土交通省監修「施設管理者のための保全業務ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ」 

社団法人土木学会 「アセットマネジメント導入への挑戦」 
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３．出典・参考資料 

項  目 
本 文 

ページ 
図表番号 出典・参考資料 

本 文 

ページ 

第２章 公共建築物の現状と 

課題 

２－１ 公共建築物数 

P4 図表－１ 多摩市営繕課 P4２ 

２－１ 公共建築物数 P4 図表―２ 
「公共施設の配置のあり方検討委員会 中間

報告」平成17年９月 
P43 

２－２ 公共建築物の保全推移 P5 
図表―３ 

図表―４ 
多摩市営繕課 

P44 

P45 

２－４ 公共建築物の保全状況 P12 図表―５ 
多摩市決算事業報告書（H13～H17年度） 

多摩市一般会計予算書（H18～H19年度） 
P46 

２－５ 長期修繕計画の実施 

状況 
P13 図表―６ 多摩市営繕課 P46 

２－６ 公共建築物の耐震改修

実施状況 
P14 

図表―７ 

図表―８ 
「市有財産等の耐震対策の指針」平成8年６月 

P46 

P47 

２－７ 施設管理者の現状 
P15～ 

P16 

図表―９ 

図表―１０

「公共建築物の維持管理に関するアンケート

報告」平成16年 11月 
― 

２－８ 公共建築物の改築・改

修経費 
P17 

図表―１１

図表―１２
多摩市営繕課 

P48～ 

P50 

第３章 計画の基本方針 

３－３ 保全計画コストシミュ 

レーション 

P25 

P26 

図表―１３

図表―１４
多摩市営繕課 

P51 

P53 

第５章 実施手法の検討 

５－２ 公共建築物の性能水準

の考え方 

P33 図表―１５ 多摩市営繕課 
P53 

P54 

５－３ 修繕優先度判定手法に 

ついて 
P35 図表―１６ 多摩市営繕課 P55 
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財産管理部 公共建築物数 対　　象　　施　　設

総務部 33

本庁舎（A棟・B棟）、東庁舎、西会議室、第二庁舎、第三庁舎、東会議室、売店、プレハブ倉
庫、貝取倉庫、倉庫、古紙回収倉庫、職務住宅（第二）、職務住宅（第三）、多摩センター駅前
広場管理棟、消防団器具置場第1分団～第10分団、南野防災倉庫、関戸防災倉庫、和田防災倉
庫、愛宕防災倉庫、諏訪防災倉庫、飲料用貯水槽自家発電気室（豊ケ丘）、飲料用貯水槽自家発
電気室（永山）、飲料用貯水槽自家発電気室（連光寺）、連光寺資器材倉庫

くらしと文化部 70

聖蹟桜ヶ丘駅前公衆便所、豊ケ丘商店街公衆便所、永山駅前公衆便所、永山5丁目公衆便所、多
摩センター駅前公衆便所、パルテノン多摩、市民保養所、関戸簡易耐火住宅１～４号棟、関戸市
営住宅（一・二期）、落川市営住宅(一・二号棟）、ゆう桜ヶ丘、乞田貝取ふれあい館、トムハ
ウス、こぶし館、ひじり館、かえで館、連光寺福祉館、豊ヶ丘福祉館、諏訪福祉館、東寺方福祉
館、桜ヶ丘集会所、関戸第一倶楽部、一ノ宮自治会集会所、連光寺本村集会所、東部集会所、
桜ヶ丘一ノ宮集会所、東寺方自治会会館、和田稲荷塚集会所、関戸河原クラブ、諏訪会館、大貝
戸集会所、下落合集会所、山王下集会所、中和田天神倶楽部、中和田天神倶楽部、小野路集会
所、貝取クラブ、百草団地会館、並木稲荷自治会館、瓜生集会所、馬引沢自治会館、青木葉集会
所、京王一ノ宮集会所、永山橋集会所、上乞田集会所、聖ヶ丘三丁目集会所、鶴牧五丁目集会
所、聖ヶ丘四丁目集会所、上和田集会所、木の実公園集会所、聖ヶ丘二丁目集会所、聖ヶ丘南集
会所、南野集会所、唐木田自治会館、中組集会所、瓜生自治会館、鶴牧有明倶楽部、宝蔵橋むつ
みの家、聖ヶ丘一丁目集会所、永山六丁目集会所、関戸南田倶楽部、連光寺向ヶ岡集会所、関戸
三丁目倶楽部、唐木田李久保自治会館、永山橋第２集会所

環境部 98

桜ケ丘再利用センター（ｸｨｰﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ）、管路収集センター、資源化センター、多摩市立中央公園
内西駐車場、多摩市立中央公園内東駐車場、グリーンライブセンター、みどりの家、農家風休憩
施設、交通公園、青木葉公園公衆便所、一本杉公園公衆便所（その１・２）、榎戸公園公衆便
所、落合南公園公衆便所、落合第1公園公衆便所、落合第3公園公衆便所、落合第4公園公衆便
所、どんぐりやま公園公衆便所、荻久保公園公衆便所、貝取南公園公衆便所、貝取北公園公衆便
所、貝取第5公園公衆便所、唐木田公園公衆便所、釜沼公園公衆便所、乞田・貝取ふれあい広場
公衆便所、李久保公園公衆便所、多摩中央公園公衆便所（その１・２）、宝野公園公衆便所、鶴
牧東公園公衆便所、鶴ヶ峰公園公衆便所、豊ヶ丘南公園公衆便所、豊ヶ丘北公園公衆便所、豊ヶ
丘第3公園公衆便所、豊ヶ丘第7公園公衆便所、豊ヶ丘第9公園公衆便所、とちのき公園公衆便
所、奈良原公園公衆便所、中沢池公園公衆便所（その１・２）、二反田公園公衆便所、八幡公園
公衆便所、まろにえ公園公衆便所、みどり公園公衆便所、落合第2公園公衆便所、貝取第7公園
公衆便所、鶴牧第1公園公衆便所、豊ヶ丘第6公園公衆便所、鶴牧西公園公衆便所、愛宕東公園
公衆便所、愛宕第1公園公衆便所、愛宕第3公園公衆便所、一ノ宮公園公衆便所、瓜生公園公衆
便所、瓜生緑地公衆便所、小野路第4公園公衆便所（集会所内）、大谷戸公園公衆便所、大河原
公園公衆便所、丘の上公園公衆便所（集会所内）、上之根公園公衆便所、木の実公園公衆便所、
くるまぼり公園公衆便所、山王下公園公衆便所、新堂公園公衆便所、諏訪南公園公衆便所、諏訪
北公園公衆便所、諏訪第3公園公衆便所、関戸3丁目公園公衆便所、多摩東公園公衆便所（その
１・２）、永山北公園公衆便所、永山南公園公衆便所、永山第4公園公衆便所、永山第6公園公
衆便所、永山第7公園公衆便所、永山橋公園公衆便所、並木公園公衆便所、原峰公園公衆便所
（その１・２）、東寺方中央公園公衆便所、聖ヶ丘緑地公衆便所、聖ヶ丘第1・２児童公園公衆
便所、馬引沢南公園便所・相撲場、馬引沢第1～3公園公衆便所、連光寺公園公衆便所、和田公
園公衆便所、和田第1公園公衆便所、愛宕第2公園公衆便所、関戸公園公衆便所、殿田中央公園
公衆便所、一本杉公園事務所、多摩東公園更衣室、陸上競技場、第１中継ポンプ場、下水道課資
材置場兼倉庫

健康福祉部 5
つくし作業所、いきがいデイサービスセンター、シルバー人材センター、総合福祉センター、健
康センター

子ども青少年部 11
貝取保育園、多摩保育園、一ノ宮児童館、永山児童館、愛宕児童館、諏訪児童館、落合第2学童
クラブ、大松台学童クラブ、永山第2学童クラブ、愛宕南学童クラブ、貝取学童クラブ

都市づくり部 11
桜ケ丘資材倉庫、桜ケ丘土木課倉庫、聖蹟桜ヶ丘駅東駐輪場（駐輪場・管理棟）、多摩センター
駅東駐輪場（駐輪場・管理棟）、多摩センター駅西駐輪場、第１放置自転車置場、多摩センター
駅前広場管理棟、多摩センター駅前EV、稲荷橋通りEV

学校教育部 40

多摩幼稚園、多摩第一小学校、多摩第二小学校、多摩第三小学校、竜ヶ峰小学校、東愛宕小学
校、連光寺小学校、北諏訪小学校、東寺方小学校、南豊ヶ丘小学校、西愛宕小学校、南貝取小学
校、北豊ヶ丘小学校、南鶴牧小学校、北貝取小学校、聖ヶ丘小学校、西落合小学校、大松台小学
校、諏訪小学校、永山小学校、瓜生小学校、東落合小学校、多摩中学校、東愛宕中学校、豊ヶ丘
中学校、和田中学校、諏訪中学校、貝取中学校、聖ヶ丘中学校、鶴牧中学校、多摩永山中学校、
落合中学校、西永山福祉施設（旧西永山中）、教育センター（中諏訪小）、南永山社会教育施設
（旧南永山小）、旧東永山小、永山第１・２給食センター、南野給食センター、南落合小、旧西
落合中

生涯学習部 19

ベルブ永山、ヴィータ・コミューネ、図書館本館、関戸図書館、八ヶ岳少年自然の家、臨時職員
休憩室、職務住宅（第一）、一本杉公園旧加藤家、一本杉公園旧有山家、一本杉公園炭焼き小
屋、中央公園旧富沢家、多摩中クラブハウス、永山中クラブハウス、東愛宕中クラブハウス、和
田中クラブハウス、豊ヶ丘中クラブハウス、多摩聖蹟記念館、総合体育館、武道館、温水プール
（立体駐車場含む）

（図表―１ 多摩市における公共建築物数【平成１９年３月末現在】）P５ 

①総務部 財産管理公共建築物 
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（図表―２ 地域公共建築物・全市公共建築物）P５ 

分  類 

（地域／全市） 
施 設 名 称 

全 市 

（３８施設） 

本庁〔A・B棟〕、東庁舎、西会議室、東会議室、第二庁舎、第三庁舎、売店、

総合福祉センター、多摩市立健康センター、パルテノン多摩、多摩市立総合体

育館、武道館、陸上競技場、多摩市立少年自然の家、やまばとホール（公民館・

図書館本館）、ベルブ永山（永山公民館）、ヴィータ・コミューネ（関戸公民館

他）、関戸第一住宅、関戸第二住宅、落川住宅、関戸簡易耐火住宅、市民保養

所「ふじみ」、旧多摩聖蹟記念館、旧加藤家、旧有山家、中央公園富沢家、交

通公園、みどりの家、一本杉公園炭焼き小屋、農家風休憩施設、公園便所（90

施設）、シルバー人材センター、南永山社会教育施設（旧南永山小学校）、旧東

永山小学校、西永山福祉施設（旧西永山中学校）、旧西落合中学校、南落合小

学校、 

地 域 

（２４９施設） 

小学校（２１施設）、中学校（１０施設）、ゆう桜ヶ丘、乞田・貝取ふれあい館、

TOMハウス、貝取こぶし館、ひじり館、かえで館、連光寺、豊ヶ丘、諏訪、

東寺方、永山第二学校給食センター、南野学校給食センター、資源化センター、

関戸図書館、教育センター（旧中諏訪小学校）多摩センター駅前管理棟、南野

防災倉庫、関戸防災倉庫、和田防災倉庫、愛宕防災倉庫、諏訪防災倉庫、消防

団器具置場（第１分団～第１０分団）貝取保育園、多摩保育園、永山第２学童

クラブ、落合第２学童クラブ、大松台学童クラブ、愛宕南学童クラブ、貝取学

童クラブ、一ノ宮児童館、永山児童館、愛宕児童館、諏訪児童館、つくし作業

所、桜ヶ丘いきがいディサービス、中央公園西・東駐車場、多摩センター駅東

駐輪場、多摩センター駅西駐輪場、第１放置自転車駐輪場、クラブハウス〔多

摩中、東愛宕中、永山中、豊ヶ丘中、和田中〕、一本杉公園事務所、多摩東公

園更衣室、グリーンライブセンター、集会所（４４施設）、管路収集センター、

第一～第三職務住宅、桜ヶ丘再利用センター、永山第一給食センター、多摩幼

稚園、第１中継ポンプ場、簡易倉庫、飲料用貯水槽自家発電室〈連光寺・永山・

豊ヶ丘〉、多摩センター駅前EV・稲荷橋通りEV、公衆便所 
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年　度 建設年 建物㎡ 未改修㎡ 既改修㎡ 累積面積

S5 1930 397 0 397 397
S31 1956 0 0 0 397
S32 1957 0 0 0 397
S33 1958 0 0 0 397
S34 1959 0 0 0 397
S35 1960 947 0 947 1,344
S36 1961 0 0 0 1,344
S37 1962 62 62 0 1,406
S38 1963 1,594 0 1,594 3,000
S39 1964 2,394 221 2,173 5,393
S40 1965 1,930 1,930 0 7,323
S41 1966 1,386 43 1,343 8,709
S42 1967 0 0 0 8,709
S43 1968 1,736 777 959 10,445
S44 1969 5,053 0 5,053 15,498
S45 1970 4,530 20 4,510 20,028
S46 1971 11,444 6,462 4,981 31,471
S47 1972 11,891 2,338 9,553 43,363
S48 1973 7,468 4,892 2,576 50,831
S49 1974 7,906 1,134 6,772 58,737
S50 1975 9,500 2,605 6,895 68,237
S51 1976 28,935 18,933 10,001 97,172
S52 1977 17,168 15,314 1,855 114,340
S53 1978 9,045 5,689 3,356 123,385
S54 1979 26,905 20,776 6,129 150,290
S55 1980 14,868 13,649 1,219 165,158
S56 1981 12,102 6,496 5,606 177,260
S57 1982 14,796 13,348 1,448 192,055
S58 1983 26,070 25,190 880 218,126
S59 1984 18,206 18,206 0 236,331
S60 1985 184 184 0 236,515
S61 1986 4,880 4,880 0 241,395
S62 1987 20,628 20,628 0 262,022
S63 1988 4,888 3,982 906 266,910
H1 1989 14,600 14,600 0 281,510
H2 1990 2,436 2,436 0 283,946
H3 1991 9,527 9,402 125 293,473
H4 1992 5,893 5,893 0 299,366
H5 1993 3,196 3,196 0 302,562
H6 1994 10,243 10,243 0 312,805
H7 1995 3,901 3,901 0 316,706
H8 1996 1,566 1,566 0 318,272
H9 1997 26,925 26,925 0 345,197
H10 1998 2,185 2,185 0 347,382
H11 1999 17,961 17,961 0 365,343
H12 2000 12,748 12,748 0 378,091
H13 2001 1,071 1,071 0 379,162
H14 2002 6,140 6,140 0 385,302
H15 2003 0 0 0 385,302
H16 2004 0 0 0 385,302
H17 2005 0 0 0 385,302

（図表―３ 建設年次別の大規模改修面積推移〔平成１７年度末現在〕）P６ 

 ○建設年次別の改修面積推移内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※上記、数値には市民プールを含む。（H18年度に解体工事を実施） 
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○計画対象施設　（１１７施設）
施設 施設名称 施設数 床面積（㎡）※１

防災倉庫 南野、関戸、和田、愛宕、諏訪 5 401.80
消防団器具置場 消防団器具置場第1～10分団 10 581.12
学校 小学校：21校、中学校：10校 31 183,462.30
保育園 多摩保育園、貝取保育園 2 2,142.58
学童クラブ 落合第２、大松台、永山第２、貝取、愛宕南 5 1,187.14
コミュニティセンター ゆう桜ヶ丘、乞田貝取ふれあい館、トムハウス、こぶし館、ひじり館、かえで館 6 9,832.02
市営住宅 関戸簡易耐火住宅１～４号、関戸市営住宅（一期･二期）、落川市営住宅（一・二号） 8 8,998.31
庁舎 本庁舎、第二庁舎、東庁舎、第三庁舎、東会議室、西会議室、売店 7 12,252.57
総合福祉センター 総合福祉センター 1 12,830.62
健康センター 健康センター 1 4,135.01
地区複合施設 連光寺福祉館、豊ヶ丘福祉館、諏訪福祉館、東寺方福祉館 4 5,202.53
パルテノン多摩 パルテノン多摩 1 15,337.57
児童館 一ノ宮児童館、永山児童館、諏訪児童館、愛宕児童館 4 1,854.07
公民館 ベルブ永山、ヴィータ・コミューネ、(関戸公民館やまばとホールは図書館本館に含む） 2 16,192.01
給食センター 永山第２給食センター、南野給食センター 2 2,762.00
資源化センター 資源化センター（但し、プラントは除く） 1 8,909.50
総合体育館 総合体育館 1 7,762.21
武道館 武道館 1 1,988.00
陸上競技場 陸上競技場 1 982.33
温水プール 温水プール 1 16,177.98
多摩センター駅前広場管理棟 多摩センター駅前広場管理棟 1 1,467.20
福祉作業所 つくし作業所 1 772.71

学校跡地 教育センター（旧中諏訪小） 1 4,482.29

駐輪場
多摩センター駅東駐輪場、多摩センター駅西駐輪場、桜ヶ丘東駐輪場、中央公園西・東
駐車場、桜ヶ丘東駐輪場管理棟、多摩センター東駐輪場管理棟、第１放置自転車置場 8 10,495.18

少年自然の家 八ヶ岳少年自然の家 1 3,861.42
ディサービスセンター いきがいディサービスセンター 1 219.44
図書館 関戸図書館、図書館本館、（ベルブ内図書館は、ベルブに含む） 2 5,044.47

他
クラブハウス（多摩中・東愛宕中・永山中・豊ヶ丘中・和田中）、一本杉公園事務所、多摩
東公園更衣室、グリーンライブセンター 8 1,866.64

117 341,201.03

○計画対象外施設　（１７０施設）
施　　設 施設名称 施設数 床面積（㎡）

保養所 市民保養所 1 1,898.99
幼稚園 多摩幼稚園 1 1,059.00

集会所

桜ヶ丘集会所、関戸第一倶楽部、一ノ宮集会所、連光寺本村集会所、東部集会所、桜ヶ丘一ノ宮
集会所、東寺方自治会会館、和田稲荷塚集会所、関戸河原クラブ、諏訪会館、大貝戸集会所、下
落合集会所、山王下集会所、中和田天神倶楽部、小野路集会所、貝取クラブ、百草団地会館、並
木稲荷自治会館、瓜生集会所、馬引沢自治会館、青木葉集会所、京王一ノ宮集会所、永山橋集
会所、上乞田集会所、聖ヶ丘三丁目集会所、鶴牧五丁目集会所、聖ヶ丘四丁目集会所、上和田集
会所、木の実公園集会所、聖ヶ丘二丁目集会所、聖ヶ丘南集会所、南野集会所、唐木田自治会
館、中組集会所、瓜生自治会館、鶴牧有明倶楽部、宝蔵橋むつみの家、聖ヶ丘一丁目集会所、永
山六丁目集会所、関戸南田倶楽部、連光寺向ヶ岡集会所、関戸三丁目倶楽部、唐木田李久保自
治会館、永山橋第２集会所 44 4,485.66

公衆便所・公園便所 公園便所※２・駅前便所 90 494.39

プレハブ倉庫
倉庫（桜ヶ丘）、下水道課資材置場兼倉庫、桜ヶ丘資材倉庫※、連光寺資器材倉庫、プレハブ倉
庫、貝取倉庫、古紙回収倉庫、桜ヶ丘土木課倉庫 8 523.79

ポンプ場 第１中継ポンプ場、飲料用貯水槽自家発電室（豊ヶ丘・永山・連光寺） 4 119.94
学校跡地 南永山社会教育施設、旧東永山小学校、西永山福祉施設、旧西落合中、南落合小 5 28,868.45

他

永山第１給食センター、交通公園、シルバー人材センター、旧多摩聖蹟記念館、管路収集セン
ター、みどりの家、多摩センター駅前EV（落合）※２、稲荷橋通りEV（鶴牧）※２、、一本杉公園旧加
藤家、一本杉公園旧有山家、職務住宅（第一、第二、第三）、桜ヶ丘再利用センター、中央公園富
沢家、農家風休憩施設、一本杉公園炭焼き小屋 17 6,457.21

170 43,907.43
※１：床面積は、建築確認申請上又は財産台帳上又は施設台帳上の数値を基準とする。
※２：建物の床面積が不明確であるため、床面積には加算しない。

総合計 287 385,108

（３．保全計画コストシミュレーション〔対象施設〕）P25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注）上記施設数には、市民プールを含まない。 
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（単位：億円）

項　　目 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19

維持保全改修工事 3.53 2.39 1.34 0.07 0.42 2.97 2.50

機能レベルアップ新設・改修工
事

10.84 5.79 1.99 5.80 5.46 5.43 21.35

計 14.37 8.18 3.33 5.87 5.88 8.40 23.85

〔千円単位〕

No. 施設名称 計画累計 実施累計 実施率
1 パルテノン多摩 1,810,645 746,357 41.2%
2 本庁舎 307,374 180,140 58.6%
3 総合福祉センター 65,725 15,886 24.2%
温水プール 42,836 30,880 72.1%

4 健康センター 78,596 29,075 37.0%
5 コミセン 158,920 8,645 5.4%
6 市営住宅 116,463 18,234 15.7%
7 総合体育館・武道館・陸上競技場 97,695 27,082 27.7%
8 八ヶ岳少年自然の家・市民保養所 92,615 6,491 7.0%
9 ベルブ永山 45,800 861 1.9%

（図表―５ 建築系６ヵ年保全状況）P１３ 

 

 

 

 

 

 

注）但し、上記金額には、公園・道路・下水道・水道に係わる工事費を除く。 

 

 

（図表―６ 長期修繕計画の作成済施設の実施状況）P１４ 

○多摩市公共建築物における長期修繕計画を策定した施設は以下のとおりである。 

〔執行率の試算条件〕 

・修繕計画策定からH1９年３月末までの累積を基準として換算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図表―７ 耐震改修実施状況〔平成19年 3月末現在〕） P１５ 

項 目 施  設 

耐震改修済 多摩第二小学校、東愛宕小学校、連光寺小学校、北諏訪小学校、東寺

方小学校、南豊ヶ丘小学校、西愛宕小学校、南貝取小学校、北豊ヶ丘

小学校、諏訪小学校、永山小学校、瓜生小学校、東落合小学校、多摩

中学校、東愛宕中学校、豊ヶ丘中学校、和田中学校、諏訪中学校、多

摩永山中学校、落合中学校、旧多摩聖蹟記念館、一ノ宮児童館・学童

クラブ 

耐震診断済 多摩第一小学校、多摩第三小学校、竜ケ峰小学校、本庁舎Ｂ棟、関戸

公民館、多摩幼稚園、永山第二給食センター、南野給食センター、教

育センター、各小・中学校体育館（第１小、第２小、竜ヶ峰小を除く）

耐震診断未実施 第二庁舎、第三庁舎、桜ヶ丘倉庫、プレハブ倉庫、桜ヶ丘集会所、関

戸第一倶楽部、一ノ宮自治会集会所、連光寺本村集会所、東部集会所、

桜ヶ丘一ノ宮集会所、東寺方自治会会館、和田稲荷塚集会所、関戸河

原クラブ、大貝戸集会所、下落合集会所、山王下集会所、中和田天神

倶楽部、貝取クラブ、並木稲荷自治会館、一本杉公園公衆便所（その

１）、一本杉公園公衆便所（その２）、落合南公園公衆便所、落合第 1

公園公衆便所、落合第3公園公衆便所、落合第4公園公衆便所、貝取

南公園公衆便所、貝取北公園公衆便所、貝取第 5 公園公衆便所、宝野

公園公衆便所、鶴牧東公園公衆便所、豊ヶ丘南公園公衆便所、豊ヶ丘
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第7公園公衆便所、豊ヶ丘第9公園公衆便所、奈良原公園公衆便所、

落合第2公園公衆便所、貝取第7公園公衆便所、鶴牧第1公園公衆便

所、豊ヶ丘第6公園公衆便所、愛宕東公園公衆便所、愛宕第1公園公

衆便所、愛宕第 3 公園公衆便所、一ノ宮公園公衆便所、丘の上公園公

衆便所（集会所内）、諏訪南公園公衆便所、諏訪北公園公衆便所、諏訪

第 3 公園公衆便所、永山北公園公衆便所、永山南公園公衆便所、永山

第6公園公衆便所、永山第7公園公衆便所、並木公園公衆便所、連光

寺公園公衆便所、和田公園公衆便所、和田第 1 公園公衆便所、愛宕第

2公園公衆便所、関戸公園公衆便所、消防分団器具置場(1)、(2)、(4)、

(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、多摩センター駅広場管理棟、南野防

災倉庫、関戸防災倉庫、飲料用貯水槽自家発電気室（豊ヶ丘）、連光寺

資材倉庫、永山駅前便所、永山５丁目公衆便所、多摩センター駅公衆

便所、関戸簡易耐火住宅、連光寺複合施設、豊ヶ丘複合施設、諏訪複

合施設、東寺方複合施設、諏訪会館、交通公園管理棟、多摩東公園更

衣室、下水道課資材倉庫、貝取保育園、永山児童館、愛宕児童館、永

山第一給食センター、図書館本館・公民館、八ヶ岳少年自然の家、多

摩中クラブハウス、永山中クラブハウス、東愛宕中クラブハウス、南

永山社会教育施設（旧南永山小）、旧東永山小学校、旧南落合小学校、

西永山複合施設（旧西永山中）、多摩第１小学校体育館、多摩第２小学

校体育館、竜ヶ峰小学校体育館 
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（図表―１１ 今後２０年間における改築費のコストシミュレーション） P１８ 

（図表―１２ 今後２０年間における改修費のコストシミュレーション） P１８ 
 

多摩市公共建築物 LCC試算入力条件について（STMシミュレーション） 
 

１．建物データについて 
   建物データについては確認申請書を基本とし、その他資料として財産台帳・学校施設台帳を活用

し、建物面積・建築年度・構造・規模等のデータを作成した。なお、学校については施設台帳面積

を採用した。 
   ※施設面積に愛宕コミセン、愛宕南学童クラブ含む（都無償許可分含む） 
   ※財産台帳利用等施設：消防団器具置場、パルテノン多摩東西駐車場、簡易耐火住宅、地区複合

施設、公園ｽﾎﾟｰﾂ施設 
   ※面積未入力施設：公園便所 
２．期間 
   2007～2026年度までの 20年間 
３．コスト入力について 
 １）設計・工事監理委託費 
      実施計画予算見積りで明らかな事業については営繕課見積費を計上。 

（第１小＝２７．８億〔H19～H21〕、給食センター＝４．８億〔H19〕）。 
 

その他の改築、大規模改修については、工事費に対する比率で算出 
     ・実施設計：工事費×2.6％＝大規模、改築 
     ・工事監理：工事費×1.6％＝大規模、改築 

・耐震診断・補強工事は、耐震改修促進法に基づいた対象施設のみに計上。 
○対象施設：本庁舎、給食センター（改修工事費に含む）、消防器具置場１,2,5,6,7,9,10 
分団、貝取保育園、豊ヶ丘福祉館、諏訪福祉館、教育センター（旧中諏訪小）、多 
摩第三小学校、小中学校体育館 

 
 ２）工事請負費 
  ①長期修繕計画経費 

計画策定済施設は、計画の実施の有無に係らず基本的な計画通りの金額を計上し、その合計金

額を２０年間で平均した金額を計上した。また、想定単価を下記のとおり設定した。 
想定入力施設は、策定済施設毎に建物グレードを想定し、下記㎡単価（千円/㎡・年）を参考に

計上し、その合計金額を２０年間で平均した金額を計上した。 
（参考単価 東庁舎単価：20085千円÷10年÷1495㎡＝1.34千円/㎡・円・年） 
（参考単価 コミセン①単価：528704千円÷15年÷9832㎡＝3.58千円/㎡・円・年） 
（参考単価 コミセン②単価：3.58／2＝1.79千円/㎡・円・年） 
（参考単価 コミセン③単価：3.58×2/3＝2.38千円/㎡・円・年） 

 
   a.策定済施設 
    但しパルテノン多摩については未執行額の平均金額（10年間）を計上した。 

    ・パルテノン多摩：計画修繕未執行額÷10年（大規模改修時期までの期間） 
1,262,523÷10年＝126,253（千円/年）を計上。 

・多摩市役所庁舎：庁舎改築計画があるため H21年度まで計上。 
・総合福祉センター：計画金額（H19~H38）を計上。 
・温水プール：計画金額（H19~H38）を計上。 
・コニュニティーセンター：計画金額（H19~大規模改修まで）を計上。大規模改修後６年目
以降 3.58 千円/㎡・円・年（コミセン単価①）を計上。 

・健康センター：計画金額（H19~H24）を計上。H25以降は、計画未策定のため、未計上。 
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・市営住宅：計画金額（H19~H38）を計上。 
・少年自然の家＝計画金額（H19~H27）を計上。H28以降は、計画未策定のため、未計上。 
・総合体育館＝計画金額（H19~大規模改修まで）を計上。H31 年度以降、1.79千円/㎡・ 
円・年（コミセン単価②）を計上。 

・武道館＝計画金額（H19~大規模改修まで）を計上。H34年度以降、1.79千円/㎡・円・年 
（コミセン単価②）を計上。 
・陸上競技場＝計画金額（H19~大規模改修まで）を計上。 
・ベルブ永山＝計画金額（H19~H38まで）を計上。 
 

b.想定入力施設 
・学校は 14年度実績を参考に、小学校：5000万円／年、中学校：2500万円／年を計上。 

 ・ヴィータ・コミューネにおいては、ベルブの計画金額の合計 
（1,461,632〔専用部〕＋490,271〔供用部〕＝1,951,903千円）を平均とした金額を計上。 
（ヴィータ単価：1,951,903千円／20年／9,712㎡≒10.05千円／㎡・年）×6,480㎡ 
＝65,124千円／年 

・関戸図書館（東庁舎単価：1.34千円/㎡・円・年） 
・地区複合施設（コミセン③単価 2.38千円/㎡・円・年） 
 ・多摩、貝取保育園（東庁舎単価：1.34千円/㎡・円・年） 
 ・児童館（東庁舎単価：1.34千円/㎡・円・年） 
 
c.未入力施設 
設備機器等があまり設置されていない小規模施設は修繕料、一般の工事請負費で対応するとし以

下の施設は計上しない。 
・消防団器具置場・防災倉庫・公衆便所・関戸簡易住宅・集会所・パルテ駐車場・資源化センター・

公園便所・学童クラブ・幼稚園・給食センター・図書館本館・クラブハウス・市民保養所 
  ※大規模改修後の５年間は経費を計上しない。 
 
②大規模改修 
  大規模改修実施時期を３０年とし、グレード検討委員会資料（平成 9年 2月）及び建物予算単
価を利用し積算した。ただし、改修に伴う仮設費用は見込んでいない。 
 なお、陸上競技場、多摩幼稚園、市民保養所は除く。 
・コミセン＝390.000×0.6165×1.1×0.7569＝200.18（千円/㎡） 

0.6165：（建設物価指数月報 2002.10 P-98 ｺﾝｸﾘｰﾄ等工事を除く比率） 
0.7569：（平成 9年から H19までの物価変動） 

・パルテノン多摩：コミセン×1.3＝260.3（千円/㎡） 
・学校：170×0.7569＝128.68（千円/㎡） 
・地区複合施設：コミセン×2/3=133.32（千円/㎡）※貝取、東寺方比較 
・健康センター：コミセン単価（200.18千円/㎡） 
・貝取保育園：コミセン単価（200.18千円/㎡） 
・児童館：地区複合単価（133.32千円/㎡） 
・総合体育館：コミセン単価（200.18千円/㎡） 
・武道館：コミセン単価×1/2＝（100.09千円/㎡） 

 
2007年度 愛宕児童館（築 32年） 

東寺方小学校・南豊ヶ丘小学校（築 31年） 
南貝取小学校・和田中学校・第三小学校・西愛宕小学校（築 30年） 

2008年度 諏訪中学校・連光寺福祉館 
2009年度 諏訪福祉館・豊ヶ丘福祉館・貝取保育園 
2010年度 北豊ヶ丘小学校 
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2011年度 諏訪児童館・東寺方福祉館 
2012年度 南鶴牧小学校 
2013年度 北貝取小学校・貝取中学校・総合体育館 
2014年度 聖ヶ丘小学校・西落合小学校・聖ケ丘中学校 
2016年度 武道館 
2017年度 パルテノン多摩・健康センター 
2019年度 大松台小学校・鶴牧中学校 

  2020年度 北諏訪小学校 
  2021年度 ゆう桜ヶ丘、乞田貝取ふれあい館・一ノ宮児童館 

2022年度 トムハウス・永山児童館・連光寺小学校・多摩中学校・豊ヶ丘中学校 
2024年度 こぶし館 
2025年度 ひじり館・東愛宕小学校 
2026年度 諏訪小学校 
 

  ※大規模改修実施済施設（学校は校舎のみ） 
   第 2小、竜ケ峰小、諏訪小、永山小、瓜生小、落合小、多摩中、東愛宕中、豊ヶ丘中、永山

中、落合中、少年自然の家、永山児童館、一ノ宮児童館、永山駅前便所、一部の公園便所、

連光寺小、その他 
 
③新築・増築・改築工事 
  建物の耐用年数の設定を財務省省令・補助基準を参考とし下記のとおり設定した。 
   ＲＣ       ：60年（学校等） 

Ｓ造（４mm以上）：40年（学校体育館） 
Ｓ造（４mm未満）：30年（消防団器具置場、学童クラブ） 
木造       ：24年（集会所） 

なお、唐木田コミセン、和田コミセン、連光寺小学校増築を除く。 
・1小改築（２７．８億）H18年度現在の予算見積もり金額を計上する。 
・集会所（43棟）：216.7（千円/㎡）積算刊行物 
・消防団器具置場（10棟）：155.6（千円/㎡）実勢単価 
・学校体育館（24棟）：194.26（千円/㎡）実勢単価 

    ・クラブハウス：194.26（千円/㎡）実勢単価 
 
④一般工事請負 

用途変更・福祉対応等の工事で、上記長期修繕・大規模工事費用等を除く工事請負として、 
1.1億円／年を計上。 
 

⑤諸工事 
事後保全的な工事費として、H１４年度実績を参考に 8,000万円／年を計上。 
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（図表―13 保全計画コストシミュレーション）    P２６ 

（図表―14 保全計画コストシミュレーションの内訳） P２７ 

 
 

多摩市公共建築物 LCC試算入力条件について（計画フレーム） 
 

１．建物データについて 
   建物データについては確認申請書を基本とし、その他資料として財産台帳・学校施設台帳

を活用し、建物面積・建築年度・構造・規模等のデータを作成した。尚学校については施設

台帳面積を採用した。 
   ※施設面積に愛宕コミセン、愛宕南学童クラブ含む（都無償許可分含む） 
   ※財産台帳利用等施設：消防団器具置場、パルテノン多摩東西駐車場、簡易耐火住宅、地

区複合施設、公園ｽﾎﾟｰﾂ施設 
   ※面積未入力施設：公園便所 
２．期間 
   2007～2016年度までの１０年間 
３．コスト入力について 
  コスト入力については、計画対象施設（１１７施設）を対象に入力を行った。但し、以下の

施設については、未入力とする。また、小・中学校（３１校）においては、統廃合等による

学校数の縮減を考慮しない。 
  ・本庁舎については、改築計画の検討を行っているため未入力とする。 
  ・図書館本館（公民館含む）、については、将来の方向性が未確定のため未計上とする。 
・簡易耐火住宅は、将来、廃止する方向性があるので未計上とする。 

  
１）設計・工事監理委託 

    ・実施計画予算見積りで明らかな事業については営繕課見積費を計上。 
（給食センター改修事業＝４．８億〔H19〕）。 

・実施設計費の計上：白書ベースでは、工事費に対し実施設計 2.6%＋工事監理 1.6%とす 
るが、今回のシミュレーションでは、部位改修及び EV等の設置を加味し、3.0%を基本 
とする。 

・耐震診断・補強工事は、耐震改修促進法に基づいた対象施設のみに計上。 
○対象施設：本庁舎、給食センター（改修工事費に含む）、消防器具置場１,2,5,6,7,9,10 
分団、貝取保育園、豊ヶ丘福祉館、諏訪福祉館、教育センター（旧中諏訪小）、多摩第 
三小学校、小中学校体育館 

 
 ２）工事請負費 
  ①長期修繕計画経費 
   長期修繕計画費については、H18 年度までの未実施計画金額および H19 年度～H28 年度

までの計画金額の合計の 50%（最低限の執行率として）を平均して計上した。また、計画
策定年から H19年までの物価変動を考慮した。 

    
a. 策定済施設 
※パルテノン多摩については、未執行金額を 10 年で平均した 50%（最低限の執行率と
して）を計上する。さらに物価変動率を加算した金額を計上した。 

    ・パルテノン多摩＝1,262,523／１０年×50%×77.87%（物価変動）＝49,156千円／年 
・多摩市役所庁舎他＝28,347千円／年×97.85%（物価変動）＝27,738千円／年 
・総合福祉センター＝27,085千円／年×79.28%（物価変動）＝20,977千円／年 
・温水プール＝22,680千円／年×79.28%（物価変動）＝17,981千円／年 
・コニュニティーセンター＝26,202千円／年×82.92%（物価変動）＝21,727千円／年 
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・健康センター＝5,472千円／年×82.92%（物価変動）＝4,537千円／年 
・市営住宅＝18,561千円／年×89.00%（物価変動）＝16,519千円／年 
・少年自然の家＝9,601千円／年×92.09%（物価変動）＝8,842千円／年 

 ・総合体育館、陸上競技場、武道館 
＝6,841千円／年×92.09%（物価変動）＝6,300千円／年 

 ・ベルブ永山＝36,085千円／年×94.43%（物価変動）＝34,075千円／年 
（専用部は、50%を計上し、共用は、100%とする） 

 

b. 想定入力施設 
想定入力施設は、策定済施設毎に建物グレードを想定し、下記㎡単価（千円/㎡・年）

を参考に以下のとおり金額を入力した。 
（参考単価 東庁舎単価：20085千円÷10年÷1495㎡＝1.34千円/㎡・円・年） 

 
・学校（小学校：2,000万円、中学校：1,000万円）／年 
・関戸図書館（東庁舎単価：1.34千円/㎡・円・年×50%＝0.67千円/㎡・円・年） 
・ヴィータ・コミューネについては、ベルブ単価 

（35,309 円/9,712 ㎡=3.61 千円／㎡）を面積で乗じた金額とする。 

 
②多摩市公共施設における使用期間及び改修期間を下表のとおりとする。 

 
表－１ 使用期間及び改修期間について 

構  造 改修期間（部位） 使用期間 

RC・SRC・S造 ３０年 ６０年 

LS・木造 ２０年 ４０年 
 

③部位改修の内容は以下のとおりとし、過去の履歴（分かる範囲）から該当年数を試算し、 
概算金額を計上した。なお、概算（実績または実勢価格を考慮した）金額は、諸経費を 
含む。但し、陸上競技場、武道館については未計上とする。 

    ※新築工事（唐木田コミセン、和田コミセン、第１小改築、連光寺小学校増築は除く。 
 

2007年度 愛宕児童館（築 32年） 
東寺方小学校・南豊ヶ丘小学校（築 31年） 
南貝取小学校・和田中学校・第三小学校・西愛宕小学校（築 30年） 

2008年度 諏訪中学校・連光寺福祉館 
2009年度 諏訪福祉館・豊ヶ丘福祉館・貝取保育園 
2010年度 北豊ヶ丘小学校 
2011年度 諏訪児童館・東寺方福祉館 
2012年度 南鶴牧小学校 
2013年度 北貝取小学校・貝取中学校・総合体育館 
2014年度 聖ヶ丘小学校・西落合小学校・聖ケ丘中学校 

 
 〔単価設定〕 
    部位改修の単価設定を以下のとおりとした。 
   ・総合体育館：実勢価格×80%（部位改修）を延面積に乗じた金額を計上。 
   ・関戸図書館：実勢価格×80%（部位改修）を延面積に乗じた金額を計上。 
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 〔建築〕 
a.外壁塗装、屋根防水の計画更新年数は３０年する。但し、LS造は２０年とする。 
b.内装補修の計画更新年数は３０年とし、ペンキ塗りや家具等の取替え程度とする。 

   c.エレベーターやだれでもトイレの設置されていない施設は、改修と併せて行うこと 
として下記のとおり計上する。 
○費用：学校、教育センター ＝４０００万／施設（４階建） 
 児童館、貝取保育園、連光寺福祉館、豊ヶ丘福祉館 ＝３０００万／施設（３階建） 

 
  〔電気〕 

a.人命に係わる設備として、自動火災報知機・非常放送設備(放送設備)の計画更新を２０年
として計上する。なお、学校の放送設備については、教育委員会の改修計画の通りとし

た。 
b.人命に係わる設備として、誘導灯器具の蓄電池交換を１５年で交換として計上する。 
C.新築後又は大規模改修後上記の期間を過ぎているものは、年数を考慮せず早急に行うも
のとした。 

 
  〔機械〕 
   a.施設運営に係わる設備として、空調機器（GHP・EHP）の計画更新年数を１５年 
    ～２０年として計上する。 

b.新築後又は大規模改修後上記の期間を過ぎているものは、年数を考慮せず早急に行うも
のとした。 

  c. 学校においては、プールのろ過器・プールサイド補修の改修を計上。 
 
 ３）諸工事費 

事後保全的な工事費として、H１８年度予算を参考に５０００万円／年を計上。 
 

（図表―１５ 施設の基本的性能水準イメージ図） P３４ 

○施設の性能水準の評価基準と評価レベルの設定 

1)安全性 

外壁の剥落防

止 

「建築物修繕措置判定手法」を参考に評価基準を設定 

代替評価基準は、部位ごとの改修履歴や剥落の可能性の有無を評価基準とし、その度合い

によって人身障害などの損害の可能性のあるものはＣ評価、剥落による危険性の無いもの

はＢ評価 

漏水防止 

「建築物修繕措置判定手法」を参考に評価基準を設定 

代替評価基準は、部位ごとの改修履歴や漏水の可能性の有無を評価基準とし、その該当す

る部位、度合いによって業務や行政サービスに損害を与える可能性のあるものはＣ評価、

危険性の少ないものはＢ評価 

アスベスト、

ＰＣＢ等への

対策 

アスベスト、ＰＣＢ等の有害物質に対する評価基準は関連法規による規程に従って評価 

関連法規に対応しているものはＡ評価、Ｂ、Ｃ評価についてはその危険性の度合いにより

判断 

耐火、防火、

防災 

定期報告、消防検査等の専門資格者による検査で問題の指摘の有無を評価基準として設定

検査指摘内容の、危険性の度合いによってＢ、Ｃ評価 

なお、指摘の無い事項についても利用者の不具合情報等を勘案して評価 

 

2)耐震性 

耐震診断の実

施 

昭和 56 年の建築基準法の構造関係規程改正、いわゆる「新耐震」適用以前の建物につい

て、耐震診断の実施の有無を評価基準として設定 

耐震診断を実施していないものは、防災拠点施設であるもの、人命や周辺地区に危害を及

ぼす恐れのあるものについてはＣ評価、危害を及ぼす恐れの無いものについてはＢ評価 

耐震改修の実

施 

耐震診断の結果、耐震改修の不要なもの、また耐震改修を実施済みのものはＡ評価、防災

拠点施設であるもの、人命や周辺地区に危害を及ぼす恐れのあるものについてはＣ評価、

危害を及ぼす恐れの無いものはＢ評価 
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3)省エネルギー・省資源 

省 エ ネ ル ギ

ー・省資源 

環境配慮型官庁施設計画指針に示されている省エネ・省資源の工夫を行っているものをＡ

評価施設内の使用状況に応じた運用上の省エネ対策を実施しているものをＢ評価、特に実

施していない場合はＣ評価 

廃棄物の削除 
施設から排出される廃棄物の量を削減し環境保護に努めることを目的にリサイクル率を評

価基準として設定 

エネルギー使

用量 

電気使用量、燃料使用量、ガス使用量、水道使用量をＣＯ２排出量に換算し、施設延べ面

積あたりのエネルギー使用量を評価 

 

 

4)室内環境 

光環境 
400～700Lx、グレアG２以上 

薄暗い、まぶしいなどの不具合情報の有無による代替評価基準を設定 

熱環境 

室温：夏季26～28℃  冬季 20～22℃ 

湿度：夏季50～60％  冬季 40～50％ 

暑い寒いなどの不具合情報の有無による代替評価基準を設定 

空気環境 

空気清浄度ＣＯ２：1,000ppm以下  ＣＯ：10ppm以下 

浮遊粉塵度：0.15mg/㎥以下 

臭いがある、ほこりっぽい等の不具合情報の有無による代替評価基準を設定 

衛生環境 

ビル管法等に適合していること。また、レジオネラ属菌汚染対策などが適正になされて

いること。水の出が悪い、赤水が出るなどの利用者の不具合情報の有無による代替評価

基準を設定 

情報設備設置

環境 

コンセント電源容量：30～70VA/㎡ 

ＩＴの発達が著しいことからＯＡ機器の設置に関する利用者の不具合情報の有無によ

る代替評価基準を設定 

 

5)バリアフリー 
ハートビル法の制定・浸透により、高齢社会に向けての施設のバリアフリー化が進んでいることを考慮

し、「基礎的基準」に準じた評価基準を設定 

評価項目の

対象 

①建築物の出入口 ②廊下 ③階段 ④スロープ ⑤エレベータ  

⑥便所 ⑦駐車場 ⑧構内通路 ⑨サイン 

 

 

6)利用状況 

狭隘度 

施設規模の不足の程度を評価し、面積率算定式による面積率0.5 を超えることを評価基準

として設定 

面積率の算定方法として、「新営一般庁舎面積算定基準」(国土交通省)による算出値と現状

の比率によるほか、簡易な算出方法として用途と職員数からの所要面積を算出する方法も

検討を要する。狭隘感に関する不具合情報の有無による代替評価基準を設定 

利用度 

施設の利用度、特に利用度の低い施設を評価し、指標としては狭隘度と同様に面積率 1.5

未満を評価基準として設定 

施設が有効に活用されているかどうかの情報の有無による代替評価基準を設定 

満足度 来館者、職員等の施設利用者の満足度を評価 

アクセス 施設へのアクセス、館内の移動のしやすさなどの利用者の不具合情報による評価を設定 

使いやす

さ 

施設の使いやすさについて評価 

建具、設備機器等の使いやすさ、サインなどの表示の分かりやすさなどを利用者の不具合

情報により評価 

 

7)コスト 
施設に係

る費用を

評価 

過去の保全実態調査に基づく具体的な数値基準により評価 

利用時間、利用頻度などの施設ごとの特殊事項を考慮した数値評価が必要 

維持管理費 光熱水費 
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（図表―１６ 修繕優先度判定手法） P３６ 

○施設の評価指標と評価基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■重点管理項目 (ＡＢＣ評価とし、－は該当なし)

１安全性 Ｂ

①外壁の剥落防止 ②漏水防止 Ａ － 2

㎡ ③ｱｽﾍﾞｽﾄ、PCB等への対策 Ｂ － 2

㎡ ④耐火、防火、防災 Ｃ － 0

㎡ ２耐震性 C

①耐震診断の実施 Ａ － 1

改修履歴・不具合履歴(大項目の記入) ②耐震改修の実施 Ｂ － 0

・ ※昭和56年以降の基準のものは対象外とする。 Ｃ － 1

・ ３省ｴﾈﾙｷﾞｰ・省資源 B

・ ①省ｴﾈﾙｷﾞｰ・省資源 Ａ － 1

・ ②一般廃棄物の削減 Ｂ － 2

環境関連 コスト関連(年) ③ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量(kg・C/年㎡) Ｃ － 0

・ﾊｰﾄﾋﾞﾙ法対応 有 無 維持管理費 円 ４室内環境 A

・ｱｽﾍﾞｽﾄ 有 無 ・電気(kWh/年) 円 ①光環境 ②熱環境 Ａ － 4

・ﾊﾛﾝ 有 無 ・ｶﾞｽ(MJ/年) 円 ③空気環境 ④衛生環境 Ｂ － 1

耐震診断 ・上下水道(㎥/年) 円 ⑤情報設備設置環境 Ｃ － 0

・耐震診断 未了 済み ・燃料(MJ/年) 円 ５ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ B

・耐震改修 未了 済み ・その他 円 ①建築物の出入口 ②廊下 ③階段 Ａ － 3

・災害対策施設 ・修繕・改修費 円 ④ｽﾛｰﾌﾟ ⑤ｴﾚﾍﾞｰﾀ ⑥便所 Ｂ － 4

・救護施設 ⑦駐車場 ⑧構内通路 ⑨ｻｲﾝ Ｃ － 1

ﾊﾞｰﾁｬｰﾄ ６利用状況 A

①狭隘度 ②利用度 Ａ － 3

③満足度 ④アクセス Ｂ － 2

⑤使いやすさ Ｃ － 0

７コスト B

①維持管理費(運転・日常費+日常点検費+定期点検費+測定費+清掃費) Ａ － 0

Ｂ － 2

②光熱水費(電気料金+ガス料金+水道料金+燃料費) Ｃ － 0

注)Ａ：評価基準を満足　　Ｂ：満足しないものの早急の改善は不要　　Ｃ：早急の改善が必要

地上 階地下 階

建物概要

重点管理項目チェックシート

構　　　　造

敷地面積

建築面積

延床面積

階　　　数

建物名称

建物用途

用途地域

竣工年月日

備 考

記載日

記入者

平 成 年 月 日

評　　価

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ ＢＣ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

安全性 耐震性 省ｴﾈﾙｷﾞｰ 室内環境 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ 利用状況 コスト

ＡＡ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

外壁のﾀｲﾙ、ﾓﾙﾀﾙ等の剥離がない。 Ａ：外壁のﾀｲﾙ、ﾓﾙﾀﾙ等が剥落したことがないかつ、落ちそうな部位

①外壁の剥落防止 建築物修繕措置判定手法 建築物修繕措置判定手法を参考にＡＢＣ評価を行う。 　　がない。　　Ｂ：Ａを満たさないが危険は想定されない。

1)大規模修繕→Ｃ 2)部分修繕→Ｂ 3)その他→Ａ Ｃ：人身障害などの危険が想定される。

屋根防水20年以下、外壁ｼｰﾙ10年以下で漏水の発生がない。 Ａ：漏水が発生したことがない

②漏水防止 建築物修繕措置判定手法 建築物修繕措置判定手法を参考にＡＢＣ評価を行う。 Ｂ：漏水が発生した場合、損害が想定されない。

1)大規模修繕→Ｃ 2)部分修繕→Ｂ 3)その他→Ａ Ｃ：漏水が発生した場合、損害が想定される。

関連基準に沿って対応がなされている。

③ｱｽﾍﾞｽﾄ、PCB等の対策 関連基準 注)ｱｽﾍﾞｽﾄ、PCB等の有害物質が使用されているかどうかの判断を行い、←

    その対応についてＡＢＣ評価を行う。

④耐火、防火、防災 関連法令 定期報告、消防検査等で指摘がない。 防災性能に関する利用者の不具合情報がない。

耐震診断を実施 Ａ：耐震診断実施済み　　　Ｂ：未実施だが人命、周辺地区等に対し

(昭和56年施行の構造設計基準によるものは除く) て危害が想定されない。　　Ｃ：危害が想定される。

耐震改修を実施 Ａ：耐震改修実施済み　　　Ｂ：未実施だが人命、周辺地区等に対し

(昭和56年施行の構造設計基準によるものは除く) て危害が想定されない。　　Ｃ：危害が想定される。

ｸﾞﾘｰﾝ庁舎計画指針 負荷の抑制、自然ｴﾈﾙｷﾞｰの利用、有効活用等の省ｴﾈ、省資源の工夫

(環境配慮型官庁施設計画指針) を行っている。

ﾘｻｲｸﾙ率55％以上

注)廃棄量、分別状況などにより、ﾘｻｲｸﾙ率を算出する。

Ａ：○○kg・C/㎥・年以下　Ｂ：○○～△△kg・C/㎥・年　Ｃ：△△kg

・C/㎥・年以上　　CO2排出量に換算。実績値により水準設定

①光環境 400～700Lx、ｸﾞﾚｱG2以上 薄暗い、まぶしいなどの不具合がない

②熱環境 夏季26～28℃　冬季20～22度、湿度　夏季50～60％　冬季40～50％ 暑い、寒いなどの不具合がない

③空気環境 官庁の施設の基本的性能 空気清浄度　CO2:1,000ppm以下　CO:10ppm以下　SPM：0.15mg/m3以下臭いがある、ほこりっぽいなどの不具合がない

④衛生環境 水質、水量、圧力、水温、ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌等の汚染対応 水の出が悪い、赤水が出るなどの不具合がない

⑤情報設備設置環境 30～70VA/㎥以上 OA機器設置に際しての不具合がない

①建築物の出入口 幅90cm以上、段差なし ←

②廊下 粗面、幅120cm以上、ｽﾛｰﾌﾟ ←

③ｽﾛｰﾌﾟ 幅150cm以上、勾配1/8手すり ←

④階段 手すり ←

⑤ｴﾚﾍﾞｰﾀ 1台は車椅子対応、扉幅80cm以上 ←

⑥便所 １以上の車椅子便所、床置小便器 ←

⑦駐車場 車椅子用駐車場 ←

⑧構内通路 粗面、ｽﾛｰﾌﾟ、誘導施設 ←

⑨ｻｲﾝ 視覚障害者対応案内表示 ←

①狭隘度 緊急度判定基準 Ａ：面積率0.5を超える　　Ｃ：面積率0.5以下 他施設と比較して狭隘感が少ない。

②利用度 緊急度判定基準 Ａ：面積率1.5未満　　Ｃ：面積率1.5以上 施設が活用されている

③満足度 利用者へのｱﾝｹｰﾄ 検討の必要あり Ａ：来館者、職員の満足度が高い　Ｂ：要望の声がある

Ｃ：同様の要望が頻繁にある。

④ｱｸｾｽ 官庁施設の基本的性能 ｱｸｾｽ、建築導線、搬送設備、誘導について利用者の不具合情報がない ←

⑤使いやすさ 官庁施設の基本的性能 建具、設備機器等、表示について利用者の不具合情報がない ←

①点検・保守費+運転・監視費 Ａ：○○円/㎡以下　　Ｂ：○○～△△円/㎡　Ｃ：△△円/㎡を超える

　　清掃費+測定費 注)過去の保全実態調査にて設定した水準と、現状ﾃﾞｰﾀの比較

②光熱水費 Ａ：○○円/㎡以下　　Ｂ：○○～△△円/㎡　Ｃ：△△円/㎡を超える

　(電気+ｶﾞｽ+水道+燃料) 注)過去の保全実態調査にて設定した水準と、現状ﾃﾞｰﾀの比較

室
内
環
境

バ
リ
ア
フ
リ
｜

利
用
状
況

コ
ス
ト

備 考 ( 代 替 評 価 基 準 )

安
全
性

耐
震
性

省
エ
ネ
ル
ギ
｜

省
資
源

総合耐震診断・改修基準

評 価 項 目 参 考 基 準 評 価 基 準

①耐震診断の実施

②耐震改修の実施

官庁の施設の基本的性能
ﾊｰﾄﾋﾞﾙ法

過去の実態調査から水準設定

リサイクル率

①省ｴﾈﾙｷﾞｰ・省資源

②廃棄物の抑制

③ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量

←

過去の保全実態から水準を設定

←

←

←

←

重 点 管 理 項 目 評 価 方 法
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○建物劣化による影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築躯体 設計で想定した構造性能等の低下

外部建築 屋根 防水 漏水の直接的な原因となる

葺き さび等によるずれ、変形等により漏水

笠木 また破損等による落下・漏水

縦樋 室内に設置してある場合、漏水の被害が大

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 詰まり等の原因でﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ周辺に水が堆積し、漏水する

外壁 外壁全般 壁面から室内への漏水、仕上材の落下、また鉄筋の発錆による躯体の劣化

ﾀｲﾙ、ﾀｲﾙ状吹付け 壁面から室内への漏水、仕上材の落下、外壁躯体の中性化の促進

ﾓﾙﾀﾙ塗り、ﾘｼﾝ吹付け 中長期的には鉄筋の発錆による躯体の劣化

外壁ｼｰﾘﾝｸﾞ 室内への漏水、鉄筋の発錆の原因

外部建具 本体 落下、作動不良、気密性不良、漏水等の機能低下

断熱性能の低下、塗装の劣化による建具本体の発錆

窓 開閉不良による無理な開閉での落下

ｼｬｯﾀｰ 開閉不良による無理な開閉での落下

断熱材 結露の発生による各種仕上材の劣化、電気設備への影響

省エネ性能の著しい低下

内部建築 内部床 ﾀｲﾙ張り、ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り 歩行の安全性の低下、防水層の上層の場合、漏水の危険

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 長期的に躯体の劣化

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄筋の発錆による躯体の性能低下

たたみ床 腐食、ｶﾋﾞ、異臭の発生、人体への影響

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り 歩行の安全性の低下

内装仕上げ 中長期的に躯体の性能の低下

内部建具 出入り口扉 開閉不良による無理な開閉での性能低下、塗装の劣化、建具本体の発錆

電力ｼｽﾃﾑ 高電圧配電盤/高圧機器 当該設備以外の空調・衛生など電源供給を行っている設備機器への影響

電力設備 当該設備以外の空調・衛生など電源供給を行っている設備機器への影響

変圧器、ｺﾝﾃﾞﾝｻ 当該設備以外の空調・衛生など電源供給を行っている設備機器への影響

自家発電装置 非常時の電源設備等のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ機能を損なう

無停電装置 非常時の電源設備等のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ機能を損なう

直流電源装置 非常時の電源設備等のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ機能を損なう

分電盤 当該設備を含め、空調・衛生設備などの電源供給を行っている附帯設備へ

の影響

照明器具 漏電による火災、照度の低下等による安全性や作業効率の低下

非常用照明設備 非常時における避難の安全ほ確保が困難

誘導灯設備 非常時における避難の安全ほ確保が困難

幹線 漏電による火災、許容電流の能力低下による設備ｼｽﾃﾑ全体の機能不全

中央監視設備 当該設備を含め、他のｼｽﾃﾑ全体の機能不全

構内外灯 敷地内外における夜間の安全、防犯性の低下

配線器具 ｺﾝｾﾝﾄ OA機器等の使用制限による作業効率の低下、ﾌﾚｷｼﾋﾞﾘﾃｨを損なう

部 位 ・ 設 備 等 劣 化 等 に よ り 想 定 さ れ る 被 害
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通信ｼｽﾃﾑ 業務に支障を及ぼす

ｲﾝﾀｰﾎﾝ 業務に支障を及ぼす。特に来庁者への案内等に支障を及ぼす。

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 保護対象設備の機能維持に影響を及ぼす

防災ｼｽﾃﾑ 火災報知器類 火災時に確実に機能を発揮するようにする必要がある

配管 保護対象設備の機能維持に影響を及ぼす

配線器具類 漏電による火災、許容電流の能力低下による設備ｼｽﾃﾑ全体の機能不全

避雷針 落雷からの保護機能の低下

融雪装置(ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ) 降雪時の保護対象部分の歩行者等の安全性の低下

車路警報装置 車・歩行者等の安全性の低下

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ対応関連設備 漏電による火災、歩行の安全性・作業効率の低下、ﾌﾚｷｼﾋﾞﾘﾃｨを損なう

空調効率の低下、機能停止による執務環境の悪化

ﾎﾟﾝﾌﾟ類 予備の設置が無い場合、関連設備の機能低下

汚れによる熱交換の効率低下による空調効率の低下、機能停止による執務環

境の悪化

水・空気と常時接触する面は不可避的に錆・腐食が発生し、放置すると冷却効

率の低下、ｼｽﾃﾑの機能停止

空調機 ﾕﾆｯﾄ、ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 空調効率の低下、機能停止による執務環境のの悪化

空気清浄装置 ﾌﾚｰﾑの腐食による機能低下

局所的な被害にとどまるが、該当箇所の空調効率の低下、機能停止による執

務環境の悪化

制御対象機器の過小、過大運転及び機能停止となり、空調効率の低下、機能

停止による執務環境の悪化

電動機 空調効率の低下、機能停止による執務環境の悪化

全熱交換器 空調効率の低下、機能停止による執務環境の悪化

一部の回転部品の破損が他の部品の破損を誘発し、空調効率の低下、機能

停止による執務環境の悪化

ﾀﾞｸﾄ類 ﾀﾞｸﾄ、ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 空調機能の低下・停止による執務環境の悪化

吹出し口、吸込み口 空調機能の低下・停止による執務環境の悪化

排煙設備 火災時に確実に機能を発揮するようにする必要がある

空調機能の低下・停止による執務環境の悪化

弁類 空調機能の低下・停止による執務環境の悪化

配管類 空調機能の低下・停止による執務環境の悪化

制御弁装置 空調機能の低下・停止による執務環境の悪化

部 位 ・ 設 備 等 劣 化 等 に よ り 想 定 さ れ る 被 害

冷却塔

冷凍機

温水器

弱電機器

送風機

空気調和機器制御設備

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ、ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ、
温風暖房機

冷暖房ﾕ
ﾆｯﾄ

ﾀﾝｸ類
熱交換器、ﾍｯﾀﾞｰ、還水、
膨張ﾀﾝｸ

鋳鉄製ﾎﾞｲﾗｰ、鋼製立形
ﾎﾞｲﾗｰ

空調・換気ｼｽ
ﾃﾑ

その他のｼｽﾃ
ﾑ

時計、増幅器、ｽﾋﾟｰｶ、TV
ｱﾝﾃﾅ、電話機、登退庁表
示設備、構内情報通信網
設備、ﾃﾚﾋﾞ電波障害防除
設備等
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